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１ 開 会 
 
 
２ 会長あいさつ 
 
 
３ 議 事 
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１ 委員・役員の変更について 
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  決定事項⑪ 輸送・交通基本計画について 
  決定事項⑫ 警備・消防専門委員会の設置について 
  決定事項⑬ 警備・消防防災基本方針について 
   決定事項⑭ 専門委員会規程の改正について 
 
（２）審議事項 

第１号議案 令和元年度事業報告（案）について 
第２号議案 令和元年度補正予算の専決処分について 
第３号議案 令和元年度収支決算（案）について 
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（３）その他 
   
４ 閉 会  
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≪報告事項①≫ 

 

委員・役員の変更について 

 

国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会佐賀県準備委員会委員の変更について、次のと

おり報告いたします。 

【副会長】 （敬称略・順不同） 

新任者氏名 前任者氏名 所属団体・役職名 

落合 裕二 白水 敏光 佐賀県教育委員会教育長 

陣内 芳博 井田 出海 佐賀県商工会議所連合会会長 

【常任委員】 （敬称略・順不同） 

新任者氏名 前任者氏名 所属団体・役職名 

岡口 重文 大場 芳博 佐賀県議会副議長 

大場 芳博 八谷 克幸 佐賀県議会地域交流・県土整備常任委員会委員長 

大川内 直人 川久保 三起子 佐賀県健康福祉部部長 

杉内 由美子 三田 豪士 佐賀県警察本部本部長 

渡邊 成樹 松尾 敏実 佐賀県高等学校長協会会長 

吉松 幸宏 陣内 恵二 佐賀県私立中学高等学校校長会会長 

久保 和彦 富永 英美 佐賀県小中学校校長会会長 

島 一満 下平 博明 佐賀県中学校体育連盟会長 

江崎 正徳 金子 晴雄 （公社）日本青年会議所九州地区佐賀ブロック協議会会長 

西久保 敏 德永 重昭 佐賀県有明海漁業協同組合代表理事組合長 

松永 啓介 池田 秀夫 （一社）佐賀県医師会会長 

南里 玲子 内田 素子 （公社）佐賀県看護協会会長 

陣内 芳博 井田 出海 （福）佐賀県社会福祉協議会会長 

山田 聡 里浦 徹 （一社）日本旅行業協会九州支部佐賀県地区委員会委員長

山口 七重 三苫 紀美子 佐賀県地域婦人連絡協議会会長 

植松 真理子 内田 伸也 佐賀県連合青年団団長 

【委 員】 （敬称略・順不同） 

新任者氏名 前任者氏名 所属団体・役職名 

定松 一生 岡口 重文 佐賀県議会総務常任委員会委員長 

原田 寿雄 古賀 陽三 佐賀県議会文教厚生常任委員会委員長 
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新任者氏名 前任者氏名 所属団体・役職名 

古賀 陽三 定松 一生 佐賀県議会農林水産商工常任委員会委員長 

進 龍太郎 大川内 直人 佐賀県政策部部長 

脇山 行人 進 龍太郎 佐賀県総務部部長 

原 惣一郎 落合 裕二 佐賀県県民環境部部長 

寺島 克敏 澤田 斉司 佐賀県産業労働部部長 

平尾 健 逢坂 謙志 佐賀県県土整備部部長 

吉原 修 友永 仁志 佐賀県関西・中京事務所所長 

川原田 裕明 武藤 恭博 佐賀市議会議長 

森山 林 齊藤 正治 鳥栖市議会議長 

山口 昌宏 杉原 豊喜 武雄市議会議長 

中野 均 山口 義文 神埼市議会議長 

田中 俊彦 園田 邦広 みやき町議会議長 

三根 徹 立石 正徳 九州運輸局佐賀運輸支局支局長 

林 亮治 本田 雄一 唐津海上保安部部長 

安藤 和幸 宮本 善弘 自衛隊佐賀地方協力本部本部長 

兒玉 浩明 宮﨑 耕治 （大）佐賀大学学長 

久木野 憲司 福元 裕二 （学）永原学園 西九州大学学長 

渡邊 成樹 松尾 敏実 佐賀県高等学校野球連盟会長 

福岡 淳二郎 浪瀬 隆一 （一社）佐賀県サッカー協会会長 

祖岩 亨道 貞松 義人 佐賀県バスケットボール協会会長 

藤原 雄 馬場 秀夫 （特非）佐賀県ヨット連盟理事長 

上田 雄一 関本 優 佐賀県自転車競技連盟会長 

桃崎 峰人 岸本 英雄 佐賀県相撲連盟会長 

宮原 敏明 多田 修 佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟会長 

中山 惠 指山 弘養 佐賀県ゴルフ協会会長 

大塚 直樹 古賀 英明 佐賀県障がい者卓球協会会長 

戸上 信一 中冨 博隆 佐賀県経営者協会会長 

松永 功 杉町 謙吾 佐賀県信用金庫協会会長 

栢森 久 芹田 泉 佐賀県信用組合協会会長 

池田 英雄 古谷 宏 佐賀県信用保証協会会長 

馬場 第一郎 古賀 醸治 佐賀県酒造組合会長 

門司 達也 寺尾 隆治 （一社）佐賀県歯科医師会会長 

福山 隆志 上松 初美 （公社）佐賀県栄養士会会長 
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新任者氏名 前任者氏名 所属団体・役職名 

保田 俊 中島 英明 九州旅客鉄道株式会社佐賀鉄道部部長 

焼山 厚志 濱野 昌志 西日本高速道路株式会社九州支社佐賀高速道路事務所所長 

黄 姜麗 － 春秋航空日本株式会社執行役員副社長 

石丸 正信 前田 正義 （一社）佐賀県子ども会連合会会長 

【監 事】 （敬称略） 

新任者氏名 前任者氏名 所属団体・役職名 

大川内 明子 尊田 重信 佐賀県会計管理者 
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≪報告事項２≫ 

決定事項①       （第 10 回常任委員会決定） 

 

国スポ（正式競技）会場地の第６次内定について 

 
【第７８回 国民スポーツ大会】 

No. 開催地 競技・種目 種別 開催予定施設 

1 
大分県 
日田市 

自転車 ロード・レース 
成年男子 
少年男子 
女子 

オートポリス 

2 
兵庫県 
三木市 

馬術 
成年男子 
成年女子 
少年 

三木ホースランドパーク 

3 
大分県 
由布市 

ライフ
ル射撃 

50ｍ 
10ｍ/エアーピストル 

全種別 
大分県立庄内屋内競技場 

ビームライフル 
/ビームピストル 

湯布院スポーツセンター 

4 
鹿児島県 
湧水町 

カヌー 
スラローム 
ワイルドウォーター 

成年男子 
成年女子 

湧水町轟の瀬特設カヌー競技場 

 
（種別または会場地の変更） 
No. 市町 競技・種目 種別 開催予定施設 

1 佐賀市 体操 新体操 
少年男子 
少年女子 

SAGA サンライズパーク 

 変更前：少年女子 
 変更後：少年男子、少年女子 

 
No. 市町 競技 種別 開催予定施設 

2 太良町 ソフトボール 少年女子 
太良町営野球場 
太良町 B&G 海洋センター運動広場 

 変更前：太良町営野球場、太良町 B&G 海洋センター運動広場 
 変更後：太良町 B&G 海洋センター運動広場 
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決定事項②           （第 10 回常任委員会決定） 

 

全障スポ（正式競技）会場地の第６次内定について 

 
【第２３回 全国障害者スポーツ大会】 
No. 市町 競技・種目 開催予定施設 

1 佐賀市 
バレーボール 

（聴覚障害者の部） 
SAGA サンライズパーク 
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決定事項③             （第12回常任委員会決定） 

 

国スポ（正式競技）会場地における実施種別の決定及び変更について 
 
【実施種別の決定】 

No. 市町 競技 種別 開催予定施設 

1 唐津市 バスケットボール

成年男子 
佐賀県立唐津工業高等学校体育館 

唐津市相知天徳の丘運動公園 社会体

育館 
成年女子 

唐津市立浜玉中学校体育館 

少年男子 唐津市文化体育館 

少年女子 唐津市鎮西スポーツセンター体育館 

＜理由＞バスケットボールについて、開催予定施設における実施種別は未定であったが、今般、会場地 

市町及び競技団体との調整が完了したため。 

 

【実施種別の変更】 

No. 市町 競技 種別 開催予定施設 

2 神埼市 ハンドボール 成年男子・少年男子 神埼中央公園体育館 

変更前：成年男子・成年女子 

変更後：成年男子・少年男子 

 

No. 市町 競技 種別 開催予定施設 

3 神埼市 ハンドボール 少年男子・少年女子 トヨタ紡織九州クレインアリーナ 

変更前：成年男子・成年女子 

変更後：少年男子・少年女子 

 

No. 市町 競技 種別 開催予定施設 

4 神埼市 ハンドボール 成年男子・成年女子 佐賀県立神埼高等学校体育館 

変更前：少年男子・少年女子 

変更後：成年男子・成年女子 

 

No. 市町 競技 種別 開催予定施設 

5 小城市 ハンドボール 成年女子 小城市芦刈文化体育館 

変更前：少年男子・少年女子 

変更後：成年女子 

 

No. 市町 競技 種別 開催予定施設 

6 吉野ヶ里町 ハンドボール 少年男子・少年女子 吉野ヶ里町文化体育館（仮称） 

変更前：成年男子・成年女子 

変更後：少年男子・少年女子 

 

＜理由＞各開催予定施設における競技日程について、会場地市町及び競技団体において再調整が行わ

れたため 
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決定事項④             （第10回常任委員会決定） 

 

国スポ（公開競技）の会場地内定について 

 
＜第７８回 国民スポーツ大会 公開競技＞ 

No. 市町名 競技名・種目名 開催予定施設 

１ 唐津市 綱引 唐津市文化体育館 

２ 鳥栖市 ゲートボール 鳥栖市陸上競技場 

３ 嬉野市 武術太極拳 嬉野市中央体育館（U-Spo） 

４ 基山町 パワーリフティング 基山町総合体育館 

５ 鹿島市 グラウンド・ゴルフ 蟻尾山公園 

６ 佐賀市 バウンドテニス SAGA サンライズパーク 

７ 武雄市 エアロビック 白岩体育館 
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決定事項⑤          （第 10・11 回常任委員会決定） 

 

デモンストレーションスポーツ実施競技及び会場地（1・2 次）内定について 
 

No. 実施競技 主管団体 開催市町 開催予定施設 

1 合気道 佐賀県合気道連盟 佐賀市 SAGA サンライズパーク 

2 スカットボール 佐賀県レクコーディネーターの

会 

SAGA サンライズパーク 

3 パークゴルフ 佐賀市パークゴルフ協会 神水川パークゴルフ場 

4 ビリヤード 佐賀ビリヤード協会 ビリヤード セッション 

5 ラダーゲッター 佐賀市レクリエーション協会 SAGA サンライズパーク 

6 ロープ・ジャンプ・X 佐賀県課程認定校連絡協議会 SAGA サンライズパーク 

7 スケートボード 佐賀県ローラースポーツ連盟 唐津市 二タ子三丁目倉庫 

8 滝登り 滝登り実行委員会 唐津市七山鳴神の丘運動公園

及び滝川川 

9 ユニカール からつ市レクリエーション協会 唐津市文化体育館 

10 室内ペタンク 鳥栖市レクリエーション協会 鳥栖市 鳥栖市民体育館 

11 スポＧＯＭＩ 鳥栖市環境保全協議会 鳥栖市内 

12 ラージボール卓球 鳥栖市ラージボール卓球協会 鳥栖市民体育館 

13 スポーツウエルネ

ス吹矢 

佐賀県スポーツウエルネス吹

矢協会 

武雄市 白岩体育館 

14 チャレンジ・ザ・ゲ

ーム 

武雄市レクリエーション協会 武雄市立西川登小学校体育館 

15 さわやかグラウン

ド・ゴルフ 

佐賀県グラウンド・ゴルフ協会 鹿島市 鹿島市内 

16 バッゴー 佐賀県レクリエーション協会 鹿島市内体育館 

17 スポーツチャンバ

ラ 

ＮＰＯ法人 九州忍者保存協会 嬉野市 嬉野市中央体育館(U-Spo) 

18 いごてだま 神埼市レクリエーション協会 神埼市 神埼市内体育館 

19 フライングディスク 佐賀県フライングディスク協会 日の隈公園グラウンド 

20 アジャタ 吉野ヶ里町スポーツ推進委員

会 

吉 野 ヶ

里町 

吉野ヶ里町文化体育館(仮称) 

21 草スキー 基山町観光協会 基山町 基肄城跡（きざん公園） 

22 クッブ かみみね町レクリエーション協

会 

上峰町 上峰町体育センター 

23 シャッフルボード かみみね町レクリエーション協

会 

上峰町体育センター 

24 皿かぶり競走 皿山商店会 有田町 有田町内 

25 ウォーキング 大町町教育委員会事務局 大町町 大町町内 

26 ３Ｂ体操 公益社団法人日本３B 体操協

会佐賀県支部 

江北町 佐賀のへそ・ふれあい交流センタ

ーネイブル 

27 ソフトバレーボール 白石ソフトバレーボール愛好会 白石町 白石社会体育館 

白石町立白石中学校体育館 

28 マリンスポーツ 太良町体育協会 太良町 太良町 B&G 海洋センター艇庫 

太良町人工海浜公園海水浴場 
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決定事項⑥             （第12回常任委員会決定） 

 

開催準備総合計画<第３次>について 

 
○ 開催準備総合計画〈第３次〉（案）は、別紙のとおりです。 
〇 赤字が修正箇所です。 
 
【主な修正事項及び理由】 
（１）＜開催手続＞「全障スポ実施競技決定」時期の変更 

（令和 3年（2021 年）→平成 30 年（2018 年）） 
   ＜理  由＞当初予定より早い段階で競技が決定したため。   
 
（２）＜式典運営＞「式典基本方針」の削除 
   ＜理  由＞令和元年（2019 年）に策定した、式典基本構想と一体的に策定するこ

ととしたため。 
 
 その他の修正は、準備の進捗状況や先催県の視察等を踏まえた、スケジュールの見直し、
名称等の変更です。 
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決定事項⑦             （第10回常任委員会決定） 

 

県民運動基本方針及び県民運動基本計画について 

 
令和５年国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会県民運動基本方針 

 
１ 目的 
第７８回国民スポーツ大会及び第２３回全国障害者スポーツ大会（以下「大会」という。）

の県民運動は、多くの県民が様々な形で意欲的に大会に参加、協力することにより「県民み
んなでスポーツの感動・楽しさを共感できる大会」の実現を目指して展開する。 
佐賀大会から「国民体育大会」の名称が「国民スポーツ大会」に変わることを契機として、

新しいスポーツシーンを佐賀の地から生み出せるよう、年齢、性別、障害の有無にかかわら
ず、すべての人がスポーツを「する」、「観る」、「支える」などの様々なスタイルで楽し
みながら参加できる大会を創り上げ、大会後には誰もが日常的にスポーツを楽しみ共感しあ
えるような新しいスポーツ文化の定着を図る。 
 
２ 基本目標 
（１）スポーツをしよう 

いつでも、どこでも、誰とでも、気軽にスポーツを楽しもう 
（２）スポーツを観よう 

卓越したプレーやひたむきな姿に感動し、その興奮をみんなで共感しよう 
（３）スポーツを支えよう 

選手やスポーツ活動に関心を持って、大会を盛り上げよう 
 
３ 県民運動の進め方 
（１）県民運動は、県民一人ひとりの自発的、積極的な活動を基本として推進する。 
（２）NPO 法人、学校、企業、地域団体、ボランティア団体等の各種団体は、県や県準備（実

行）委員会、市町、市町準備（実行）委員会が実施する活動に自発的、積極的に参加す
るとともに、当該委員会等と協力してこの運動の普及・啓発を行い、それぞれの特性を
生かした実践活動に取り組む。 

（３）県準備（実行）委員会は、この運動の推進組織として全県的な方針、計画を定め、様々
な普及・啓発活動を行うとともに、市町や各種団体等と連携を図り、県民運動や市町民
運動を支援する。 

（４）市町準備（実行）委員会は、市町民運動の推進計画を定め、地域の特性に応じた様々
な普及・啓発活動を行うとともに、地域住民や各種団体等と協力し、市町民運動を推進
する。 
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令和５年国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会県民運動基本計画 
 
第７８回国民スポーツ大会及び第２３回全国障害者スポーツ大会（以下「大会」という。）

の「令和５年国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会県民運動基本方針」に基づき、次
のとおり大会開催に向けた全県的な県民運動を推進する。 
 
１ 主な取組 
（１）いつでも、どこでも、誰とでも、気軽にスポーツを楽しもう 

・日常生活にスポーツを取り入れる 
・スポーツイベント等に参加する 

（２）卓越したプレーやひたむきな姿に感動し、その興奮をみんなで共感しよう 
・スポーツを観戦する 
・スポーツに親しむ 

（３）選手やスポーツ活動に関心を持って、大会を盛り上げよう 
・選手やスポーツ活動を応援する 
・大会ボランティアや募金・企業協賛で大会を支える 
・大会イベント等への参加で大会を盛り上げる 
・来県者を歓迎し、佐賀の魅力発信を通したおもてなしをする 

 
２ 推進スケジュール 

年度 年前 事業内容 

令和元年度 
（2019 年度） 

４ 

 県民運動基本方針・基本計画の策定  

 県民運動アクションプログラムの策定  

 情報支援ボランティアの養成  

令和２年度 
（2020 年度） 
※開催決定 

３ 
 各種県民運動の推進  

 広報ボランティアの募集・活動  

令和３年度 
（2021 年度） 

２  大会運営ボランティアの募集・養成  

令和４年度 
（2022 年度） 

１  リハーサル大会の実施  

令和５年度 
（2023 年度） 
※開催年 

  本大会の実施  
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決定事項⑧            （第 11 回常任委員会決定）

 

式典基本構想について 
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決定事項⑨             （第10回常任委員会決定） 

 

第 1 次競技施設整備計画について 

 
１ 趣旨 
令和５年国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会の競技施設整備を計画的かつ円滑

に推進するため、同大会競技施設整備基本方針に基づき、中央競技団体正規視察の結果等
を踏まえた全般的な整備計画を策定するものである。 
  なお、本整備計画は現時点における予定であり、今後の状況に応じて見直すものとする。 
 
２ 施設整備区分一覧（令和２年２月現在） 

 
新設 改修 仮設 既設 検討中 計 

県 ３ １２ ０ ３ ０ １８ 

市町 ５ １６ １ ９ ７ ３８ 

民間 ０ ０ ０ ４ １ ５ 

計 ８ ２８ １ １６ ８ ６１ 

 
３ 用語等の説明 
（１）整備区分は次のとおりとする。 
  ア 「新設」は、新たに常設の競技施設を整備するものをいう。 
  イ 「改修」は、既存の競技施設を改修するものをいう。 
  ウ 「仮設」は、国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会開催に合わせて臨時的に

競技施設を整備するものをいう。 
  エ 「既設」は、既存の競技施設をそのまま使用するもの（通常の維持修繕を行うもの

を含む。）をいう。 
  オ 「検討中」は、整備区分を検討中のものをいう。 
（２）施設の概要は、新設は整備後の施設概要、改修及び既設は現状の施設概要、仮設は競

技施設基準の数値を記載した。 

 

整備主体 

整備区分 
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決定事項⑩               （第 10 回常任委員会決定） 

 

競技施設基準の改正について 
 

１ 改正の内容 

（１）公益財団法人日本スポーツ協会の「オリンピック対策・実行計画」に基づく導入

競技について、平成 30 年 6 月に日本スポーツ協会において開催された国体委員会

で、第 78 回大会以降も継続して実施することが決定され、令和元年 6月の国体委

員会において、種目ごとの実施規模が決定されたことから、該当の競技を追加す

るもの。 

競技名 改正内容 

水泳 オープンウォータースイミング競技の追加 

バレーボール ビーチバレーボール競技の追加 

体操 トランポリン競技の追加 

 

（２）日本スポーツ協会の定める「国民体育大会施設基準」の改正を反映するもの。 

競技名 改正内容 

レスリング 摘要の修正（「2会場に分かれてもよい」を削除） 

 

  （３）競技の追加や競技名の変更等によるもの。 

  競技名 改正内容 

水泳競技 競技名の変更  

(シンクロナイズドスイミング→アーティスティックスイミング) 

スポーツ 

クライミング 

競技名の変更 

（山岳→スポーツクライミング） 

ボッチャ 競技の追加 
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決定事項⑪             （第10回常任委員会決定） 

 

輸送・交通基本計画について 

 
令和５年国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会輸送・交通基本計画 

 
令和５年国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会輸送・交通基本方針に基づき、県、

会場地市町、関係機関及び関係団体等が相互に緊密な連携を図り、第 78 回国民スポーツ大
会（以下「国スポ」という。）及び第 23 回全国障害者スポーツ大会（以下「全障スポ」とい
う。）の輸送・交通業務を円滑に推進する。 
 
１ 輸送・交通業務の一般的事項  
（１）輸送対象者  
  輸送の対象者は次のとおりとする。 
 ア 参加者 
 （ア）選手団（国スポ：選手・監督、全障スポ：選手・役員） 
 （イ）都道府県本部役員（国スポ） 
 （ウ）大会役員 
 （エ）招待者 
 （オ）競技会役員 
 （カ）競技役員 
 （キ）視察員 
 （ク）報道関係者 
 （ケ）式典出演者 
 （コ）式典実施本部員、式典補助員、式典関係者、式典協力員 
 （サ）競技会係員、競技会補助員、競技補助員、競技会協力員 
 （シ）上記の他、県委員会または会場地委員会が必要と認めた者 
 イ 一般観覧者  

（２）輸送・交通業務の実施期間  
国スポにおける輸送・交通業務を行う期間は、原則として開会式３日前から閉会式終

了１日後までの間とする。   
ただし、競技の特殊な事情から必要と認められる場合は、会場地市町が別に期間を定

めるものとする。 
全障スポにおける輸送・交通業務を行う期間は、原則として開会式２日前から閉会式

終了１日後までの間とする。 
（３）輸送・交通業務の範囲 
 ア 輸送・交通業務の範囲は、開・閉会式会場、競技会場、練習会場、指定集合地、

指定下車駅、指定乗降地、宿舎、その他大会諸行事に直接関係する会場等の相互間
とする。 

イ 輸送対象者、車両、発着場所及び発着時刻を定め、輸送実施計画等に基  づき行
う輸送（以下「計画輸送」という。）は、原則として近距離（概ね２キロメートル未
満をいう。）は行わない。ただし、地域の交通事情等を勘案し、県と会場地市町が協
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議のうえ、必要と認められる場合は、この限りでない。 
２ 全国輸送 
（１）輸送の範囲 
   国スポにおける全国輸送は、各都道府県選手団、都道府県本部役員等の出発地から宿

舎までの間、及び離県の際の宿舎から各都道府県到着地の間の輸送を範囲とする。 
   全障スポにおける全国輸送は、来県の際の各都道府県参加者の出発地から（３）イに

定める指定乗降地までの間、及び離県の際の指定乗降地から各都道府県到着地までの間
の輸送を範囲とする。 

（２）輸送・交通業務の実施主体等 
ア 全国輸送に係る業務は、県が各会場地市町、関係機関、団体等の協力を  得て行
う。 

イ 全国輸送は、原則として自由集合・自由解散（鉄道、航空機、路線バス等の公共交
通機関又は自家用車等を利用して集合、解散することをいう。）とする。なお、（３）
アに定める指定下車駅等と宿舎の間は、距離及び公共交通機関の状況等を勘案し、必
要に応じて会場地市町が輸送を行うものとする。 

（３）指定下車駅及び指定乗降地の設定 
  ア 県は、国スポの全国輸送に当たり、会場地市町と協議のうえ、宿舎の最寄り駅（バ

ス停留所及び空港を含む）から 1か所以上を指定下車駅として設定する。指定下車駅
は、参加者が来県する際の宿舎までの目標駅となる。 

  イ 県は、全障スポの全国輸送に当たり、参加者の来県への利便性、駅構内及び周辺の
バス乗降場の状況、宿舎及び競技会場地へのアクセス等を勘案し、来県する際に利用
する下車駅等及び離県する際に利用する乗車駅等を指定乗降地として設定する。 

（４）輸送・交通案内 
   県は、輸送・交通の主要拠点及び指定乗降地に総合案内所を、会場地市町は、指定下

車駅等に案内所を設置し、参加者及び一般観覧者に対して輸送・交通案内を行う。 
（５）「全国輸送実施計画」の策定 
   県は、関係機関、団体等と調整を図り、「全国輸送実施計画」を策定する。 

なお、計画の策定にあたっては、各都道府県等に対し来会意向調査を実施する。 
 

３ 開・閉会式輸送 
（１）輸送の範囲 

国スポにおける開・閉会式輸送は、参加者の開・閉会式当日における開・閉会式会場
と（３）に定める指定集合地との間の輸送、及び一般観覧者の輸送を範囲とする。 
全障スポにおける開・閉会式輸送は、参加者の開・閉会式当日における開・閉会式会

場と宿舎又は指定集合地若しくは競技会場との間の輸送、及び一般観覧者の輸送を範囲
とする。 

（２）輸送・交通業務の実施主体等 
  ア 開・閉会式輸送の業務は、県が各会場地市町及び関係機関、団体等の協力を得て行

う。 
  イ 開・閉会式参加者の輸送は、計画輸送とする。 
 
 
（３）指定集合地の設定 
   県は、開・閉会式参加者の計画輸送を円滑に行うため、会場地市町と協議のうえ、参
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加者の集合・解散場所として、宿舎の近隣に指定集合地を設定する。 
   なお、国スポの開・閉会式参加者に係る宿舎と指定集合地の間の誘導や輸送は、会場

地市町が県と連携して行い、指定集合地において県に引き継ぐものとする。 
（４）計画輸送経路の設定 
   県は、輸送距離、所要時間及び道路交通事情等を勘案し、関係機関、団体等と協議の

うえ、計画輸送経路を設定する。 
（５）添乗員の配置 
   計画輸送に使用する借上げバスの各車両には、乗降時の誘導、乗車人員の確認のほか

事故発生等の緊急時に対応するため、係員が添乗する。 
（６）一般観覧者の輸送 
ア 県は、一般観覧者の安全かつ円滑な輸送を行うため、関係機関・団体等の協力を得
て、鉄道、路線バス等の公共交通機関の利用を促進するとともに、鉄道駅及び一般観
覧者のための駐車場等と開・閉会式会場の間にシャトルバスを運行する。 

イ 自家用車による開・閉会式会場への来場は、身体に障がいのある人等が来場する場
合等を除き原則として認めない。 
なお、車椅子利用者等専用駐車場を会場内に設置する。 

（７）車両駐車許可証等の交付 
   開・閉会式会場周辺に乗り入れを認める開・閉会式参加者を輸送する車両等について

は、乗車区分、駐車区分及び交通誘導計画等を考慮して、別に定める許可証を発行する。 
（８）「開・閉会式輸送実施計画」の策定 
   県は、式典の実施に係る計画及び開・閉会式会場の整備に係る計画、競技運営計画等

と相互に整合性を図り、佐賀市及び関係機関、団体等と調整のうえ、「開・閉会式輸送
実施計画」を策定する。 

 
４ 競技会場地輸送（国スポ） 
（１）輸送の範囲 
   競技会場地輸送は、参加者の競技会場、練習会場、(3)に定める指定集合地、指定下

車駅、その他大会諸行事に直接関連する会場等の相互間の輸送、及び一般観覧者の輸送
を範囲とする。 

（２）輸送・交通業務の実施主体等 
ア 競技会場地輸送の業務は、会場地市町が、関係機関、団体等の協力を得て行う。 
イ 参加者の競技会場地輸送は、計画輸送とする。 

（３）指定集合地の設定 
   会場地市町は、参加者の計画輸送を円滑に行うため、必要に応じ、参加者の集合・解

散場所として、宿舎の近隣に指定集合地を設定する。 
（４）計画輸送経路の設定 
   会場地市町は、輸送距離、所要時間及び道路交通事情等を勘案し、関係機関、団体等

と協議のうえ、計画輸送経路を設定する。 
（５）広域配宿における輸送 
   会場地市町以外の市町村に所在する旅館等を宿舎とする広域配宿における参加者の

輸送は、当該競技の会場地市町が行う。 
（６）同一競技が２市町以上で行われる場合の輸送 
   同一競技が２市町以上の会場地で行われる場合の参加者の輸送は、関係会場地市町が

協議のうえ行う。 
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（７）全国輸送及び開・閉会式輸送との連携 
   会場地市町は、競技会場地輸送を行うにあたっては、全国輸送及び開・閉会式輸送と

の連携を図るものとする。 
（８）一般観覧者の輸送 
   会場地市町は、一般観覧者の安全かつ円滑な輸送を行うため、競技会場周辺の公共交

通機関の状況や最寄り駅から競技会場までの距離等を勘案し、関係機関、団体等の協力
を得て、シャトルバスの運行等必要な措置を講じる。 

（９）輸送・交通案内 
   会場地市町は、指定下車駅等に案内所を設置し、参加者及び一般観覧者に対して輸

送・交通案内を行う。 
（１０）「国スポ競技会場地輸送実施計画」の策定 
   会場地市町は、本計画に基づき、関係機関、団体等と調整を図り、輸送対象者、計画

輸送経路、発着場所、発着時間等を内容とする、「国スポ競技会場地輸送実施計画」を
策定する。 

  
５ 競技会場地輸送（全障スポ） 
（１）輸送の範囲 
   競技会場地輸送は、参加者の指定乗降地、競技会場、練習会場、宿舎又は（３）に定

める指定集合地、その他大会諸行事に直接関連する会場等の相互間の輸送、及び一般観
覧者の輸送を範囲とする。 

（２）輸送・交通業務の実施主体 
ア 競技会場地輸送の業務は、県が全障スポ会場地市町及び関係機関、団体等の協力を
得て行う。 
イ 参加者の競技会場地輸送は、計画輸送とする。 

（３）指定集合地の設定 
   県は、参加者の計画輸送を円滑に行うため、必要に応じ、全障スポ会場地市町と協議

のうえ、参加者の集合・解散場所として、宿舎の近隣に指定集合地を設定する。 
（４）計画輸送経路の設定 
   県は、輸送距離、所要時間及び道路交通事情等を勘案し、全障スポ会場地市町及び関

係機関、団体等と協議のうえ、計画輸送経路を設定する。 
（５）一般観覧者の輸送 
   県は、一般観覧者の安全かつ円滑な輸送を行うため、競技会場周辺の公共交通機関の

状況や最寄り駅から競技会場までの距離等を勘案し、全障スポ会場地市町及び関係機関、
団体等の協力を得て、シャトルバスの運行等必要な措置を講じる。 

（６）輸送・交通案内 
   県は、指定乗降地等に案内所を設置し、一般観覧者等に対して、輸送・交通案内を行

う。 
（７）「全障スポ競技会場地輸送実施計画」の策定 
   県は、全障スポ会場地市町及び関係機関、団体等と調整を図り、輸送対象者、計画輸

送経路、発着場所、発着時間等を内容とする、「全障スポ競技会場地輸送実施計画」を
策定する。 

 
６ 輸送力と駐車場の確保 
（１）輸送力の確保 
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  ア 全国輸送における輸送力の確保等 
    県は、現状の公共交通機関の輸送力を踏まえ、必要に応じて、鉄道の増発・増結、

航空機の増便等を関係機関、団体等に要請する。 
     なお、全障スポにおいては、指定乗降地における乗降のサポート、停車時間の延

長、車椅子利用者の移動動線の調整その他円滑な輸送に必要な便宜が図られるよう協
力を要請する。 

  イ 開・閉会式輸送及び競技会場地輸送における輸送力の確保 
  （ア）借上げバス等の確保 

県は、関係機関、団体等の協力を得て、開・閉会式輸送及び全障スポ競技会場地
輸送に必要なバス、タクシー等の車両を確保する。国スポ会場地市町は、関係機
関、団体等の協力を得て、国スポ競技会場地輸送に必要なバス、タクシー等の車
両の確保に努める。 
なお、県は、会場地市町ごとの必要バス台数を調査し、会場地市町と協議のうえ、
バス確保に向けた必要な対策を講じる。 

  （イ）公共交通機関による輸送 
県及び会場地市町は、関係機関、団体等の協力を得て、鉄道、路線バスによる輸
送力の確保に努める。 
なお、必要と認められる場合には鉄道、路線バスの増発、バス路線の変更や停留
所の臨時設置などを要請する。 

（ウ）予備車の確保 
県及び会場地市町は、予備車を準備して、緊急時に備える。 

（２）駐車場の確保 
  ア 開・閉会式輸送における駐車場の確保 

県は、開・閉会式会場周辺の道路交通事情及び参加者等の車両台数を勘案し、会場
周辺に駐車場を確保する。 
また、一般観覧者をシャトルバスで輸送するため、一般観覧者のための臨時駐車

場を設置する。 
  イ 競技会場地輸送における駐車場の確保 

会場地市町は、国スポの競技会場及び練習会場の周辺の道路交通事情及び参加者
等の車両台数を勘案し、会場周辺に駐車場を確保する。 
県は、全障スポの競技会場周辺の道路交通事情及び参加者等の車両台数を勘案し、

全障スポの会場地市町の協力を得て、会場周辺に駐車場を確保する。 
 
７ 交通渋滞及び交通安全対策 
（１）交通渋滞及び交通安全対策 
   県は、開・閉会式会場及び全障スポの競技会場について、国スポ会場地市 

町は、国スポの競技会場及び練習会場について、各会場周辺の交通安全と円 
滑な輸送を図るため、関係機関、団体等の協力を得て、歩行者及び車両の誘 

  導、交通規制等必要な措置を講じる。 
   なお、交通の誘導及び交通規制の実施に当たっては、会場周辺の住民等に 

広報し協力を要請するとともに、交通案内標識や案内板等の設置や各種広 
報媒体の活用により周知に努め、関係車両及び一般車両の円滑な交通を確 
保する。 

（２）輸送・交通業務に係る講習 
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ア 輸送・交通担当係員の講習 
県及び会場地市町は、円滑な輸送を実施するため、必要に応じて輸送・交通担当

係員に対して、講習会を実施する。 
イ 輸送関係機関の乗務員等の講習 

県は、バス、タクシー等の輸送関係機関、団体に対し、業務内容の徹底及びサー
ビス向上のため、必要に応じて、乗務員等に対する講習会の実施を要請する。 

（３）輸送本部の設置 
   県及び国スポ会場地市町は、本計画に掲げる輸送・交通業務を円滑に推進するため、

輸送本部を設置する。 
   また、県は開・閉会式会場に輸送・交通現地本部を設置する。 
 
８ 環境に配慮した運営 
（１）「歩くライフスタイル」の取り組み 
   県及び会場地市町は、県で取り組んでいる「歩くライフスタイル」を踏まえ、開・閉

会式及び競技会場地における参加者及び一般観覧者の輸送については、マイカー自粛や
公共交通機関の利用促進を呼びかけるとともに、「歩かせる」対策を講じるなど、環境
に配慮した運営に努める。 

     
９ その他 
  上記のほか、輸送・交通業務に関して必要な事項については、別に定める。 
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決定事項⑫             （第10回常任委員会決定） 

 

警備・消防専門委員会の設置について 

 
第７８回国民スポーツ大会及び第２３回全国障害者スポーツ大会に参加する選手、監

督、役員などの大会関係者及び一般観覧者の安全・安心を確保し、円滑な大会運営が行
われるよう警備・消防防災に関しての方策等を専門的見地から審議するため、警備・消
防専門委員会を設置する。 

 
○国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会佐賀県準備委員会専門委員会規程の改正 
 
別表（２条関係） 

種類 付託事項 委任事項 

略 略 略 

警備・消防 
専門委員会 

１ 警備、消防及び防災の方針・計
画の立案に関すること。 

１ 警備、消防及び防災の計画の推
進に関すること。 

２ その他警備、消防及び防災の重
要な事項に関すること。 

２ その他、警備、消防及び防災に
係る事項の推進に関すること。 

 ＊ 付託事項：付託された事項を調査、審議すること。 
＊ 委任事項：委任された事項を決議すること。 
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決定事項⑬             （第12回常任委員会決定） 

 

警備・消防防災基本方針について 

 

令和５年国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会警備・消防防災基本方針 

 
 第 78 回国民スポーツ大会及び第 23 回全国障害者スポーツ大会（以下「両大会」という。）
における警備・消防防災対策については、警察、消防防災、医療等の関係機関及び団体等と
の緊密な連携のもとに、警備・消防防災体制の確立を図り、安全かつ円滑な大会運営が行わ
れるよう万全を期するものとする。 
 
１ 警備対策 
開・閉会式会場、競技会場、練習会場（以下「会場等」という。）、宿泊施設及び沿道等

における事件・事故等の防止を重点とした適切な警備措置を講じる。 
また、両大会の期間中には、関係機関及び団体等の協力を得て防犯対策を推進し、犯罪

の防止に努める。 
 
２ 消防防災対策 
  会場等、宿泊施設及び沿道等の火災その他の災害予防及び災害発生時における情報収
集・伝達、避難誘導、救急・救助等に関する諸対策を講じる。 

  また、両大会の期間中の火災その他の災害予防及び発生時の被害軽減を図るため、関係
機関及び団体等の協力を得て、防火・防災意識の高揚を図る。 

 
３ 大規模災害・突発重大事案対策 
  会場等での大規模災害及び突発重大事案発生時における情報収集・伝達、避難誘導、救
急・救助等に関する諸対策を講じる。 

 
４ 関係機関及び団体等との連絡調整 
  県及び会場地市町は、関係機関及び団体等との緊密な連携を保つとともに、情報連絡体
制を確立し、警備・消防防災対策の円滑な推進を図る。 
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２
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  （
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）
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１
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は
、
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
・
全
国
障
害
者
ス
ポ
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ツ
大
会
佐
賀
県
準
備

委
員
会
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則
第
１
３
条
第
４
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の
規
定
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委
員
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員
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組
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）
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改
正

後
 

現
行

 

（
会
議
）
 

第
４
条
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

４
 
委
員
会
に
出
席
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
委
員
は
、
代
理
人
に
よ
っ
て
議
決
権
を
行
使

し
、
ま
た
は
書
面
で
議
決
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
委
員

は
、
出
席
し
た
も
の
と
み
な
す
。
 

５
 
緊
急
ま
た
は
軽
易
な
議
事
の
ほ
か
、
委
員
長
が
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
書
面
に
よ
り

委
員
会
を
開
会
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
賛
否
等
を
表
明
し
た
委
員
を
出
席
委

員
と
み
な
す
。
 

 （
部
会
）
 

第
５
条
 
（
略
）
 

（
委
任
）
 

第
６
条
 
（
略
）
 

 附
則
 

１
 
こ
の
規
程
は
、
平
成
27
年
12
月
24
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

２
 
こ
の
規
程
は
、
平
成
28
年
12
月
22
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

３
 
こ
の
規
程
は
、
平
成
29
年
６
月
５
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

４
 
こ
の
規
程
は
、
平
成
29
年
12
月
22
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

５
 
こ
の
規
程
は
、
平
成
30
年
７
月
18
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

６
 
こ
の
規
定
は
、
平
成
30
年
12
月
20
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

７
 
こ
の
規
定
は
、
令
和
２
年
２
月
13
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

８
 
こ
の
規
定
は
、
令
和
２
年
７
月
21
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 別
表
（
2
条
関
係
）
 

種
類
 

付
託
事
項
 

委
任
事
項
 

総
務
企
画
 

専
門
委
員
会
 

１
 開
催
準
備
総
合
計
画
・
会
期

の
重
要
な
事
項
に
関
す
る
こ

と
。
 

２
 会
場
地
及
び
競
技
施
設
の
重

要
な
事
項
に
関
す
る
こ
と
。
 

３
 県
及
び
市
町
の
所
掌
業
務
等

の
重
要
な
事
項
に
関
す
る
こ

と
。
 

１
 開
催
準
備
総
合
計
画
の
推
進

に
関
す
る
こ
と
。
 

２
 文
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
推
進
に

関
す
る
こ
と
。
 

３
 リ
ハ
ー
サ
ル
大
会
の
推
進
に

関
す
る
こ
と
。
 

  

（
会
議
）
 

第
４
条
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

 
（
新
設
）
 

   
（
新
設
）
 

   （
部
会
）
 

第
５
条
 
（
略
）
 

（
委
任
）
 

第
６
条
 
（
略
）
 

 附
則
 

１
 
こ
の
規
程
は
、
平
成
27
年
12
月
24
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

２
 
こ
の
規
程
は
、
平
成
28
年
12
月
22
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

３
 
こ
の
規
程
は
、
平
成
29
年
６
月
５
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

４
 
こ
の
規
程
は
、
平
成
29
年
12
月
22
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

５
 
こ
の
規
程
は
、
平
成
30
年
７
月
18
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

６
 
こ
の
規
定
は
、
平
成
30
年
12
月
20
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

７
 
こ
の
規
定
は
、
令
和
２
年
２
月
13
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

  別
表
（
2
条
関
係
）
 

種
類
 

付
託
事
項
 

委
任
事
項
 

総
務
企
画
 

専
門
委
員
会
 

１
 総
合
的
な
方
針
・
計
画
の
立

案
に
関
す
る
こ
と
。
 

２
 会
場
地
及
び
競
技
施
設
の
選

定
立
案
に
関
す
る
こ
と
。
 

３
 県
及
び
市
町
の
所
掌
業
務
等

の
立
案
に
関
す
る
こ
と
。
 

  

１
 総
合
的
な
方
針
・
計
画
の
推

進
に
関
す
る
こ
と
。
 

２
 文
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
推
進
に

関
す
る
こ
と
。
 

３
 他
の
専
門
委
員
会
に
属
さ
な

い
事
項
の
推
進
に
関
す
る
こ

と
。
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改
正

後
 

現
行

 

４
 開
・
閉
会
式
の
会
場
地
及
び

施
設
の
重
要
な
事
項
に
関
す

る
こ
と
。
 

５
 他
の
専
門
委
員
会
に
属
さ
な

い
重
要
な
事
項
に
関
す
る
こ

と
。
 

４
 他
の
専
門
委
員
会
に
属
さ
な

い
事
項（
た
だ
し
、重
要
な
事

項
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。）

に
関
す
る
こ
と
。
 

施
設
・
競

技
専
門

委
員
会
 

施 設
 

関 係
 

１
 競
技
施
設
等
の
整
備
計
画
の

重
要
な
事
項
に
関
す
る
こ

と
。
 

２
 情
報
通
信
施
設
の
整
備
計
画

の
重
要
な
事
項
に
関
す
る
こ

と
。
 

３
 そ
の
他
施
設
の
整
備
に
係
る

重
要
な
事
項
に
関
す
る
こ

と
。
 

１
 競
技
施
設
等
の
整
備
推
進
に

関
す
る
こ
と
。
 

２
 情
報
通
信
施
設
の
整
備
推
進

に
関
す
る
こ
と
。
 

３
 そ
の
他
施
設
に
係
る
事
項

（
た
だ
し
、
重
要
な
事
項
に

関
す
る
こ
と
を
除
く
。）
に
関

す
る
こ
と
。
 

  

競 技
 

関 係
 

１
 実
施
予
定
競
技
の
重
要
な
事

項
に
関
す
る
こ
と
。
 

２
 競
技
の
企
画
運
営
の
重
要
な

事
項
に
関
す
る
こ
と
。
 

３
 競
技
役
員
等
の
養
成
・
編
成

の
重
要
な
事
項
に
関
す
る
こ

と
。
 

４
 競
技
用
具
の
整
備
計
画
の
重

要
な
事
項
に
関
す
る
こ
と
。
 

５
 デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
ス

ポ
ー
ツ
、
オ
ー
プ
ン
競
技
の

重
要
な
事
項
に
関
す
る
こ

と
。
 

６
 そ
の
他
競
技
に
係
る
重
要
な

事
項
に
関
す
る
こ
と
。
 

 

１
 競
技
運
営
に
係
る
計
画
の
推

進
に
関
す
る
こ
と
。
 

２
 競
技
役
員
等
の
養
成
・
編
成

の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。
 

３
 競
技
用
具
の
整
備
に
係
る
事

項
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。
 

４
 デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
ス

ポ
ー
ツ
、
オ
ー
プ
ン
競
技
の

推
進
に
関
す
る
こ
と
。
 

 ５
 競
技
記
録
集
計
処
理
の
推
進

に
関
す
る
こ
と
。
 

６
 そ
の
他
競
技
に
係
る
事
項

（
た
だ
し
、
重
要
な
事
項
に

関
す
る
こ
と
を
除
く
。）
に
関

す
る
こ
と
。
 

    

４
 開
閉
式
の
会
場
地
及
び
施
設

の
選
定
立
案
に
関
す
る
こ

と
。
 

５
 他
の
専
門
委
員
会
に
属
さ
な

い
事
項
の
立
案
に
関
す
る
こ

と
。
 

 

４
 リ
ハ
ー
サ
ル
大
会
の
推
進
に

関
す
る
こ
と
。
 

 

施
設
・
競

技
専
門

委
員
会
 

施 設
 

関 係
 

１
 競
技
施
設
等
の
整
備
計
画
の

立
案
に
関
す
る
こ
と
。
 

 ２
 情
報
通
信
施
設
の
整
備
計
画

の
立
案
に
関
す
る
こ
と
。
 

 ３
 そ
の
他
施
設
の
整
備
計
画
の

立
案
に
関
す
る
こ
と
。
 

  

１
 競
技
施
設
等
の
整
備
推
進
に

関
す
る
こ
と
。
 

２
 情
報
通
信
施
設
の
整
備
推
進

に
関
す
る
こ
と
。
 

３
 そ
の
他
施
設
に
係
る
事
項
の

推
進
に
関
す
る
こ
と
。
 

  

競 技
 

関 係
 

１
 実
施
予
定
競
技
の
選
定
立
案

に
関
す
る
こ
と
。
 

２
 競
技
の
企
画
運
営
の
計
画
立

案
に
関
す
る
こ
と
。
 

３
 競
技
役
員
等
の
養
成
・
編
成

の
計
画
策
定
に
関
す
る
こ

と
。
 

４
 競
技
用
具
の
整
備
計
画
立
案

に
関
す
る
こ
と
。
 

５
 デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
と

し
て
の
ス
ポ
ー
ツ
行
事
、
オ

ー
プ
ン
競
技
の
計
画
策
定
に

関
す
る
こ
と
。
 

６
 そ
の
他
競
技
に
係
る
事
項
の

計
画
策
定
に
関
す
る
こ
と
。
 

  

１
 競
技
運
営
に
係
る
計
画
の
推

進
に
関
す
る
こ
と
。
 

２
 競
技
役
員
等
の
養
成
・
編
成

の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。
 

３
 競
技
用
具
の
整
備
に
係
る
事

項
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。
 

４
 デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
と

し
て
の
ス
ポ
ー
ツ
行
事
、
オ

ー
プ
ン
競
技
の
推
進
に
関
す

る
こ
と
。
 

５
 競
技
記
録
集
計
処
理
の
推
進

に
関
す
る
こ
と
。
 

６
 そ
の
他
競
技
に
係
る
事
項
の

推
進
に
関
す
る
こ
と
。
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改
正

後
 

現
行

 

広
報
・
県
民
運
動
 

専
門
委
員
会
 

１
 広
報
の
方
針
・
計
画
の
重
要

な
事
項
に
関
す
る
こ
と
。
 

２
 県
民
運
動
の
方
針
・
計
画
の

重
要
な
事
項
に
関
す
る
こ

と
。
 

３
 そ
の
他
広
報
及
び
県
民
運
動

に
係
る
重
要
な
事
項
に
関
す

る
こ
と
。
 

１
 広
報
活
動
に
関
す
る
こ
と
。
 

２
 県
民
運
動
の
推
進
に
関
す
る

こ
と
。
 

３
 愛
称
・
メ
ッ
セ
ー
ジ
、マ
ス
コ

ッ
ト
等
に
関
す
る
こ
と
。
 

４
 報
道
機
関
と
の
調
整
に
関
す

る
こ
と
。
 

５
 記
録
映
像
、
記
録
写
真
等
に

関
す
る
こ
と
。
 

６
 そ
の
他
広
報
及
び
県
民
運
動

に
係
る
事
項（
た
だ
し
、重
要

な
事
項
に
関
す
る
こ
と
を
除

く
。）
に
関
す
る
こ
と
。
 

宿
泊
・
医
事
・
衛

生
専
門
委
員
会
 

１
 宿
泊
の
方
針
・
計
画
の
重
要

な
事
項
に
関
す
る
こ
と
。
 

２
 医
事
・
衛
生
の
方
針
・
計
画

の
重
要
な
事
項
に
関
す
る
こ

と
。
 

３
 そ
の
他
宿
泊
及
び
医
事
・
衛

生
に
係
る
重
要
な
事
項
に
関

す
る
こ
と
。
 

１
 宿
泊
業
務
に
関
す
る
こ
と
。
 

２
 標
準
献
立
及
び
食
品
調
達
に

関
す
る
こ
と
。
 

３
 医
療
救
護
及
び
防
疫
に
関
す

る
こ
と
。
 

４
 食
品
衛
生
及
び
環
境
衛
生
に

関
す
る
こ
と
。
 

５
 馬
事
衛
生
に
関
す
る
こ
と
。
 

６
 そ
の
他
宿
泊
及
び
医
事
・
衛

生
に
係
る
事
項（
た
だ
し
、重

要
な
事
項
に
関
す
る
こ
と
を

除
く
。）
に
関
す
る
こ
と
。
 

輸
送
・
交
通
 

専
門
委
員
会
 

１
 輸
送
及
び
交
通
の
方
針
・
計

画
の
重
要
な
事
項
に
関
す
る

こ
と
。
 

２
 そ
の
他
輸
送
及
び
交
通
に
係

る
重
要
な
事
項
に
関
す
る
こ

と
。
 

１
 全
国
輸
送
に
関
す
る
こ
と
。
 

２
 開
・
閉
会
式
の
輸
送
に
関
す

る
こ
と
。
 

３
 競
技
会
場
地
輸
送
に
関
す
る

こ
と
。
 

４
 そ
の
他
輸
送
及
び
交
通
に
係

る
事
項（
た
だ
し
、重
要
な
事

項
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。）

に
関
す
る
こ
と
。
 

 

広
報
・
県
民
運
動
 

専
門
委
員
会
 

１
 広
報
の
方
針
・
計
画
の
立
案

に
関
す
る
こ
と
。
 

２
 県
民
運
動
の
方
針
・
計
画
の

立
案
に
関
す
る
こ
と
。
 

３
 そ
の
他
広
報
及
び
県
民
運
動

に
係
る
重
要
な
事
項
に
関
す

る
こ
と
。
 

１
 広
報
活
動
に
関
す
る
こ
と
。
 

２
 県
民
運
動
の
推
進
に
関
す
る

こ
と
。
 

３
 愛
称
・
ス
ロ
ー
ガ
ン
、
マ
ス

コ
ッ
ト
等
に
関
す
る
こ
と
。
 

４
 報
道
機
関
と
の
調
整
に
関
す

る
こ
と
。
 

５
 記
録
映
像
、
記
録
写
真
等
に

関
す
る
こ
と
。
 

６
 そ
の
他
広
報
及
び
県
民
運
動

に
関
す
る
こ
と
。
 

  

宿
泊
・
医
事
・
衛

生
専
門
委
員
会
 

１
 宿
泊
の
方
針
・
計
画
の
立
案

に
関
す
る
こ
と
。
 

２
 医
事
・
衛
生
の
方
針
・
計
画

の
立
案
に
関
す
る
こ
と
。
 

 ３
 そ
の
他
宿
泊
及
び
医
事
・
衛

生
に
係
る
重
要
な
事
項
に
関

す
る
こ
と
。
 

１
 宿
泊
業
務
に
関
す
る
こ
と
。
 

２
 標
準
献
立
及
び
食
品
調
達
に

関
す
る
こ
と
。
 

３
 医
療
救
護
及
び
防
疫
に
関
す

る
こ
と
。
 

４
 食
品
衛
生
及
び
環
境
衛
生
に

関
す
る
こ
と
。
 

５
 馬
事
衛
生
に
関
す
る
こ
と
。
 

    

輸
送
・
交
通
 

専
門
委
員
会
 

１
 輸
送
及
び
交
通
の
方
針
・
計

画
の
基
本
的
事
項
に
関
す
る

こ
と
。
 

２
 そ
の
他
輸
送
及
び
交
通
に
係

る
重
要
な
事
項
に
関
す
る
こ

と
。
 

１
 全
国
輸
送
に
関
す
る
こ
と
。
 

２
 開
・
閉
会
式
の
輸
送
に
関
す

る
こ
と
。
 

３
 競
技
会
場
地
輸
送
に
関
す
る

こ
と
。
 

４
 そ
の
他
輸
送
及
び
交
通
に
関

す
る
こ
と
。
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改
正

後
 

現
行

 

式
典
 

専
門
委
員
会
 

１
 式
典
の
方
針
・
計
画
の
重
要

な
事
項
に
関
す
る
こ
と
。
 

２
 そ
の
他
式
典
に
係
る
重
要
な

事
項
に
関
す
る
こ
と
。
 

１
 開
・
閉
会
式
の
企
画
及
び
運

営
に
関
す
る
こ
と
。
 

２
 式
典
音
楽
に
関
す
る
こ
と
。
 

３
 式
典
演
技
に
関
す
る
こ
と
。
 

４
 大
会
旗
・
炬
火
リ
レ
ー
に
関

す
る
こ
と
。
 

５
 そ
の
他
式
典
に
係
る
事
項

（
た
だ
し
、
重
要
な
事
項
に

関
す
る
こ
と
を
除
く
。）
に
関

す
る
こ
と
。
 

警
備
・
消
防
 

専
門
委
員
会
 

１
 警
備
、
消
防
及
び
防
災
の
方

針
・
計
画
の
重
要
な
事
項
に

関
す
る
こ
と
。
 

２
 そ
の
他
警
備
、
消
防
及
び
防

災
に
係
る
重
要
な
事
項
に
関

す
る
こ
と
。
 

１
 警
備
、
消
防
及
び
防
災
の
計

画
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。
 

２
 そ
の
他
、警
備
、消
防
及
び
防

災
に
係
る
事
項（
た
だ
し
、重

要
な
事
項
に
関
す
る
こ
と
を

除
く
。）
に
関
す
る
こ
と
。
 

＊
 
付
託
事
項
：
付
託
さ
れ
た
事
項
を
調
査
、
審
議
す
る
こ
と
。
 

＊
 
委
任
事
項
：
委
任
さ
れ
た
事
項
を
決
議
す
る
こ
と
。
 

式
典
 

専
門
委
員
会
 

１
 式
典
の
方
針
・
計
画
の
立
案

に
関
す
る
こ
と
。
 

２
 そ
の
他
式
典
に
係
る
重
要
な

事
項
に
関
す
る
こ
と
。
 

１
 開
・
閉
会
式
の
企
画
及
び
運

営
に
関
す
る
こ
と
。
 

２
 式
典
音
楽
に
関
す
る
こ
と
。
 

３
 式
典
演
技
に
関
す
る
こ
と
。
 

４
 大
会
旗
・
炬
火
リ
レ
ー
に
関

す
る
こ
と
。
 

５
 そ
の
他
式
典
に
関
す
る
こ

と
。
 

  

警
備
・
消
防
 

専
門
委
員
会
 

１
 警
備
、
消
防
及
び
防
災
の
方

針
・
計
画
の
立
案
に
関
す
る

こ
と
。
 

２
 そ
の
他
警
備
、
消
防
及
び
防

災
の
重
要
な
事
項
に
関
す
る

こ
と
。
 

１
 警
備
、
消
防
及
び
防
災
の
計

画
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。
 

２
 そ
の
他
、
警
備
、
消
防
及
び

防
災
に
係
る
事
項
の
推
進
に

関
す
る
こ
と
。
 

 
＊
 
付
託
事
項
：
付
託
さ
れ
た
事
項
を
調
査
、
審
議
す
る
こ
と
。
 

＊
 
委
任
事
項
：
委
任
さ
れ
た
事
項
を
決
議
す
る
こ
と
。
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≪審議事項≫ 

  
 

 第１号議案  
 

令和元年度 事業報告 
 

１ 開催準備事業 

（１）競技役員等養成事業 

（２）中央競技団体正規視察 

（３）広報事業 

（４）県民運動事業 

（５）情報支援ボランティア養成事業 

（６）式典準備事業 

（７）会場地内定等に係る市町、競技団体等との連絡調整 

 

２ 会議の開催 

（１）総会（１回） 

（２）常任委員会（２回） 

（３）総務企画専門委員会（２回） 

（４）施設・競技専門委員会（１回） 

（５）広報・県民運動専門委員会（３回） 

（６）宿泊・医事・衛生専門委員会（１回） 

ア 宿泊部会（１回） 

イ 医事・衛生部会（１回） 

（７）輸送・交通専門委員会（２回） 

（８）式典専門委員会（２回） 

（９）市町連絡会議（２回） 

（10）競技運営連絡会議（１回） 

 

３ 各種調査等の実施 

先催県の情報収集 等 

 

４ 協議・連絡調整の実施 

スポーツ庁、日本スポーツ協会、日本障がい者スポーツ協会等、 

関係機関・団体との協議・連絡調整 
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１ 開催準備事業 
（１）競技役員等養成事業 

・競技役員養成事業 ２９競技団体実施（４１競技団体中） 

・開催準備活動事業 ３３競技団体実施（４１競技団体中） 

 

（２）中央競技団体正規視察 

 

（３）広報事業 

①国スポ・全障スポ佐賀大会ホームページの公開（４月） 

②サガテレビ「スポ×イズム（全１２話×２回）」の制作・放送（10 月～３月） 

③大会ＰＲブース出展、PR グッズ配布等 

・「障害者スポーツフェスタ 2019 in うれしの」（11 月） 

・「Ｖリーグ交流戦（SAGA サンライズパーク）」（12 月) 

④大会愛称・メッセージ「ＳＡＧＡ２０２３ 新しい大会へ。すべての人に、スポーツのチカラを。」を発表（１月 15 日）  

⑤「ＳＡＧＡ２０２３」ロゴデザインガイドマニュアルの作成（３月） 等 

 

（４）県民運動事業 

イベント募金の実施 （「いだてん」トークツアーin 有田町）（11 月） 等 

 

（５）情報支援ボランティア養成事業 

大会に必要な情報支援ボランティア（手話、要約筆記）の養成を佐賀県聴覚障害者サポートセンターに業務委託  

   （内容） 

    ・養成業務専従職員（手話）の配置 

    ・養成研修に向けた教材作成 

    ・指導者養成研修の開催（６回） 

    ・連絡会議開催（２回） 等 

 

（６）式典準備事業 

式典基本構想策定に係る業務委託の実施 等 

 

（７）会場地内定等に係る市町、競技団体等との連絡調整 

国スポ・全障スポの競技会場地の内定に向けて、市町や競技団体等と連絡調整を実施 

 

No. 日付 競技名 市町名 

1 平成 31 年４月 23～25 日 軟式野球 

唐津市、伊万里市、 

武雄市、鹿島市、 

嬉野市、有田町 

2 令和元年５月 22 日 弓道 多久市 

3 令和元年７月 18 日 剣道 神埼市 

4 令和元年 11 月 18～19 日 水泳 佐賀市、伊万里市 

5 令和元年 11 月 22 日 ライフル射撃（ＣＰ） 佐賀市 

6 令和２年１月 21 日 ソフトテニス 唐津市 

7 令和２年１月 22～24 日 バレーボール 

佐賀市、鳥栖市、 

伊万里市、小城市、 

吉野ヶ里町、みやき町 

8 令和２年１月 24 日 柔道 佐賀市 

9 令和２年１月 28 日 体操 佐賀市 

10 令和２年２月 17 日 ボート 佐賀市 
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２ 会議の開催 
（１）総会 

会議名 日時・場所 主な審議内容 

第６回 
総会 

令和元年５月２９日（水） 
14:00～15:00 
ホテル グランデはがくれ 

①会則の改正（案） 
②平成 30 年度事業報告 
③平成 30 年度補正予算（会長専決） 
④平成 30 年度収支決算（案） 
⑤令和元年度事業計画（案） 
⑥平成 31 年度暫定収支予算（会長専決） 
⑦令和元年度収支予算（案） 

 
（２）常任委員会 

会議名 日時・場所 主な審議内容 

第９回 
常任委員会 

令和元年５月 29 日（水） 
13:00～14:00 
ホテル グランデはがくれ 

①各種方針等の改正（案） 
②募金・企業協賛推進基本方針（案） 
③会場地の第 5 次内定（案） 
④輸送・交通基本方針（案） 
⑤会期（案） 

第 10 回 
常任委員会 

令和２年２月 13 日（木） 
13:30～14:30 
ホテル グランデはがくれ 

①会場地の第 6 次内定（案） 
②公開競技の会場地内定（案） 
③デモンストレーションスポーツ実施競技 

及び会場地内定（案） 
④第１次競技施設整備計画（案） 
⑤競技施設基準の改正（案） 
⑥輸送・交通基本計画（案） 
⑦警備・消防専門委員会の設置（案） 
⑧県民運動基本方針（案）及び計画（案） 

 
（３）総務企画専門委員会 

会議名 日時・場所 主な審議内容 
第７回 
総務企画専門 
委員会 

令和元年５月 16 日（木） 
14:00～15:00 
県庁新館 11 号会議室 

①会場地の第５次内定（案） 
②会期（案） 

第８回 
総務企画専門 
委員会 

令和２年２月６日（木） 
10:30～11:30 
県庁新館特別会議室 

①会場地の第６次内定（案） 
②公開競技の会場地内定（案） 
③デモンストレーションスポーツの会場地 

内定（案） 
 
（４）施設・競技専門委員会 

会議名 日時・場所 主な審議内容 

第４回 
施設・競技専門 
委員会 

令和２年１月 29 日（水） 
14:00～16:00 
県庁新館 11 号会議室 

①第１次競技施設整備計画（案） 
②競技施設基準の改正（案） 
③デモンストレーションスポーツの実施競 

技内定（案） 
 
（５）広報・県民運動専門委員会 

会議名 日時・場所 主な審議内容 
第４回 
広報・県民運動 
専門委員会 

令和元年５月 20 日（月） 
14:00～15:00 
県庁旧館正庁 

①募金・企業協賛推進基本方針（案） 

第５回 
広報・県民運動 
専門委員会 

令和元年８月 27 日（火） 
10:00～ 
県庁新館 11 号会議室 

①県民運動基本方針（案）及び計画（案） 
②募金・企業協賛推進要項（案） 

第６回 
広報・県民運動 
専門委員会 

令和元年 12 月６日（金） 
9:30～ 
県庁新館特別会議室 

①県民運動基本方針（案）及び計画（案） 
②愛称・スローガン（案） 
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（６）宿泊・医事・衛生専門委員会（部会） 
会議名 日時・場所 主な審議内容 

第１回 
宿泊部会 

令和２年１月９日（木） 
14:00～15:00 
県庁新館９号会議室 

宿泊施設充足対策要項（案） 

第１回 
医事・衛生部会 

令和２年１月 10 日（金） 
13:00～14:00 
県庁新館 11 号会議室 

①防疫対策要項（案） 
②食品衛生対策要項（案） 
③環境衛生対策要項（案） 

第３回 
宿泊・医事・衛生 
専門委員会 

令和２年１月 20 日（月） 
14:00～15:30 
県庁新館大会議室 

①宿泊施設充足対策要項（案） 
②防疫対策要項（案） 
③食品衛生対策要項（案） 

 
（７）輸送・交通専門委員会 

会議名 日時・場所 主な審議内容 
第１回 
輸送・交通専門 
委員会 

令和元年５月 24 日（金） 
13:30～15:00 
県庁新館 11 号会議室 

輸送・交通基本方針（案） 

第２回 
輸送・交通専門 
委員会 

令和２年２月６日（木） 
13:30～14:50 
県庁新館大会議室 

輸送・交通基本計画（案） 

 
（８）式典専門委員会 

会議名 日時・場所 主な審議内容 

第１回 
式典専門委員会 

令和元年９月 20 日（金） 
14:00～15:30 
県庁新館 11 号会議室 

式典基本構想の策定について（案） 

第２回 
式典専門委員会 

令和２年３月 24 日（火） 
書面開催 

①式典基本構想（案） 
②式典専門委員会部会設置要綱（案） 

 
（９）市町連絡会議 

会議名 日時・場所 主な内容 

第 12 回 
市町連絡会議 

令和元年８月８日（木） 
13:30～17:00 
自治会館大会議室 

①市町実行（準備）委員会の設立 
②市町運営費補助制度の概要 
③輸送・交通業務 
④競技施設整備計画の策定に向けた調査 
⑤令和２年度競技施設整備費補助事業 

第 13 回 
市町連絡会議 

令和２年２月５日（水） 
13:00～17:15 
ガーデンテラス佐賀 
ホテル＆マリトピア 

①愛称・メッセージの決定 
②ＳＡＧＡ２０２３公式ホームページ 
③県民運動について 
④令和３年度競技施設整備費補助事業 
⑤先催市町説明会（茨城県常陸太田市、大洗町） 

 
（10）競技運営連絡会議 

会議名 日時・場所 主な内容 

第１回 
競技運営連絡 
会議 

令和２年２月５日（水） 
13:45～17:45 
ガーデンテラス佐賀 
ホテル＆マリトピア 

①服務について 
②広報について 
③令和２年度競技運営関係スケジュール 
④競技用具整備計画第２次調査 
⑤競技役員等編成第２次調査 
⑥リハーサル大会第２次調査 
⑦競技団体・市町の打合せ 
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３ 各種調査等の実施 
・全障スポ開催県連絡会議（三重県）＊  ７月 18 日～19 日 

・国スポ開催県検討会議（佐賀県）＊   ７月 24 日～25 日 

・茨城国体視察＊     ９月～10 月 

・茨城全障スポ視察＊    （台風 19 号により大会中止） 

・茨城国体・全障スポ後催県報告会＊   11 月 26 日～28 日 

・国スポ開催県検討会議（滋賀県）＊   １月 29 日～30 日 

 等 

 

４ 協議・連絡調整の実施 
・文科省、スポーツ庁及び国交省に政策提案を実施（東京都）＊ ５月 30 日 

・日スポ協 令和元年度第１回国体委員会（東京都） ＊ ６月 13 日 

・日スポ協 令和元年度第２回国体委員会（東京都） ＊ ８月 29 日 

・日スポ協 令和元年度第３回国体委員会（東京都） ＊ 12 月 12 日 

・日障スポ協 全障スポ 大会委員会（東京都）   ※  １月 28 日 

・日スポ協 令和元年度第４回国体委員会（書面開催）＊  ３月５日 

 等 

 

＊は県予算で実施・参加した会議等 

※は日障スポ協の費用負担で参加した会議 
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 第２号議案  
 

令和元年度補正予算 
（会長専決：令和２年３月２３日決裁） 

 
１ 収入の部          （単位：千円） 

科 目 
現  計 
予算額 

補正額 
補正後 
予算額 

内 容 

負担金 59,609 ▲12,127 47,482 佐賀県負担金 

その他収入 4,587 － 4,587
前年度繰越金、 
預金利息 

合計 64,196 ▲12,127 52,069  

 
２ 支出の部          （単位：千円） 

科 目 
現 計 
予算額 

補正額 
補正後 
予算額 

内 容 

事業費 63,657 ▲12,127 51,530
競技役員等養成事業、 
広報事業等の減 

事務局経費  539 － 539 事務局運営費 

合計 64,196 ▲12,127 52,069  
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 第３号議案  
 

令和元年度収支決算（案） 
 

 
１ 収入の部           （単位：円） 

科目 
当初予算額 

（A） 

補正額 

（B） 

補正後予算額 

（C=A+B） 

収入額 

（D） 

比較 

（E=D-C） 
内容 

負担金 59,609,000 ▲12,127,000 47,482,000 47,482,000 0 佐賀県負担金 

その他 
収入 

4,587,000 － 4,587,000 4,587,063 63 

・前年度繰越金 
（4,586,968 円） 

・預金利息 
（95 円） 

合計 64,196,000 ▲12,127,000 52,069,000 52,069,063 63  

 

２ 支出の部           （単位：円） 

科目 
当初予算額 

（A） 

補正額 

（Ｂ） 

補正後予算額 

（Ｃ=A+B） 

支出額 

（D） 

比較 

（E=D-C） 
内 容 

事業費 63,657,000 ▲12,127,000 51,530,000 38,323,751 ▲13,206,249 

・競技役員等養成事業 
・中央競技団体正規視察 
・広報事業 
・県民運動事業 
・情報支援ボランティア養成事業 
・式典準備事業 
・会議開催費 等 

事務局 

経費 
539,000 － 539,000 457,737 ▲81,263 事務局運営費 

合計 64,196,000 ▲12,127,000 52,069,000 38,781,488 ▲13,287,512  

 
（単位：円） 

収入合計額 52,069,063 

支出合計額 38,781,488 

差引残額 13,287,575 
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 第４号議案  
 

令和２年度事業計画（案） 
 
１ 開催準備業務 
（１）広報事業 
（２）県民運動事業 
（３）募金・企業協賛推進事業 
（４）全障スポ会場地施設調査 
（５）情報支援ボランティア養成事業 
（６）競技役員養成事業 
（７）開催準備活動事業 
（８）式典事業 
（９）式典会場等整備事業 
（10）宿泊衛生事業 
（11）輸送交通事業 
（12）県外競技会運営委員会 
（13）中央競技団体正規視察 
（14）競技会実施に向けた競技団体、関係者へのヒアリング 
 
２ 会議の開催 
（１）準備委員会総会（２回） 
（２）準備委員会常任委員会（４回） 
（３）総務企画専門委員会（４回） 
（４）施設・競技専門委員会（３回） 
（５）広報・県民運動専門委員会（２回） 
（６）宿泊・医事・衛生専門委員会（１回） 
  ア 宿泊部会（１回） 
イ 医事・衛生部会（２回） 
ウ 献立部会（設置予定）（１回） 

（７）輸送・交通専門委員会（２回） 
（８）式典専門委員会（２回） 
（９）警備・消防専門委員会（２回） 
（10）県外競技運営委員会（設置予定）（各１回） 
（11）市町連絡会議・競技運営連絡会議（各２回） 
     
３ 各種調査の実施 
  先催県の情報収集 等 
  
４ 協議・連絡調整の実施 
スポーツ庁、日本スポーツ協会、日本障がい者スポーツ協会、 
関係機関・団体との協議・連絡調整 
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１ 開催準備事業 
（１）広報事業 

①テーマソング・ダンス作成 

②開催決定記念イベントの実施 

③ポスター等啓発グッズの作成 

④広報ボランティアの養成事業 

⑤ミニ番組「スポ×イズム」製作・放送 

⑥広報誌の発行 

⑦ＳＡＧＡ２０２３プロジェクトアドバイザー事業 

⑧県内意識調査事業 

⑨ホームページ運営保守 

⑩ＳＡＧＡ２０２３総括デザイナー事業 

⑪ＳＡＧＡ２０２３PR 事業 等 

（２）県民運動事業 

大会への県民参加を促すためのリーフレット作成等 

（３）募金・企業協賛推進事業 

募金・企業協賛募集リーフレットの作成等 

（４）全障スポ会場地施設調査 

障害者支援団体や選手による全障スポ競技会場の現地調査の実施等 

（５）情報支援ボランティア養成事業 

   大会に必要な情報支援ボランティア（手話、要約筆記）の養成を佐賀県聴覚障害者サポートセンターに業務委託  

（６）競技役員養成事業 

競技会運営に必要な審判員等の競技役員を養成するための、競技団体に対する補助 

（７）開催準備活動事業 

競技会運営のノウハウを得るための、競技団体に対するリハ大会等の視察費用の補助 

（８）式典事業 

式典基本計画（案）の策定に係る業務委託を実施 

（９）式典会場等整備事業 

開・閉会式会場の整備基本計画（案）の策定に係る業務委託を実施 

（10）宿泊衛生事業 

宿泊施設データベース（料金、施設概要等）の整備に係る業務委託を実施 

（11）輸送交通事業 

輸送交通対策の検討に必要な現況調査に係る業務委託を実施 

（12）県外競技会運営委員会 

県外競技会に係る運営委員会議を実施等 

（13）中央競技団体正規視察 

（14）競技会実施に向けた競技団体、関係者へのヒアリング 

競技会の円滑な運営や、新しい大会への取組等について、市町や競技団体等と連絡調整を実施 

No. 競技名 市町名 

1 自転車 
トラック 武雄市 

ロード 大分県日田市（オートポリス） 

2 馬術 兵庫県三木市（三木ホースランドパーク） 

3 フェンシンング 佐賀市 

4 ライフル射撃 CP 以外 大分県由布市（庄内屋内競技場他） 

5 スポーツクライミング 多久市 

6 カヌー 

スプリント 佐賀市 

スラローム 

／ワイルドウォーター

鹿児島県湧水町 

（湧水町轟の瀬特設カヌー競技場） 
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２ 会議の開催 
会議名 開催予定回数 

総会 ２回 
常任委員会 ４回 
専門委員会 総務企画専門委員会 ４回 

施設・競技専門委員会 ３回 
広報・県民運動専門委員会 ２回 
宿泊・医事・衛生専門委員会 １回 
宿泊部会 １回 
医事・衛生部会 ２回 
献立部会（設置予定） １回 
輸送・交通専門委員会 ２回 
式典専門委員会 ２回 
警備・消防専門委員会 ２回 

県外競技会運営委員会（競技ごとに設置予定） 各１回 
市町連絡会議 ２回 
競技運営連絡会議 ２回 

 
３ 各種調査等の実施 
・全障スポ開催県連絡会議（栃木県）＊  ７月 16～17 日 

・国スポ開催県検討会議（滋賀県）＊   ８月 

・鹿児島国体視察＊    （大会延期） 

・鹿児島全障スポ視察＊    （大会延期） 

・鹿児島国体・全障スポ後催県報告会＊  未定 

・国スポ開催県検討会議（青森県）＊   １月頃 

 等 

 

４ 協議・連絡調整の実施 
・文科省、スポーツ庁及び国交省に政策提案を実施（東京都）＊ ７月９日 

・日スポ協 令和元年度第１回国体委員会（東京都）＊  ７月 17 日 

・日スポ協 令和元年度第２回国体委員会（東京都）＊  ８月 

・日スポ協 令和元年度第３回国体委員会（東京都）＊  12 月 

・日スポ協 令和元年度第４回国体委員会（東京都）＊  ３月 

 等 

 

＊は県予算で実施・参加する会議等 
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 第５号議案  
 

令和２年度暫定収支予算 

（会長専決：令和２年３月２３日決裁） 
 

１ 収入の部          （単位：千円） 

科 目 予算額 内 容 

負担金   104,083 佐賀県負担金 

合計 104,083  

 
２ 支出の部          （単位：千円） 

科 目 予算額 内 容 

事業費 103,895 

・広報事業 
・県民運動事業 
・募金・企業協賛推進事業 
・全障スポ会場地施設調査 
・情報支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成事業 
・競技役員養成事業 
・開催準備活動事業 
・式典事業 
・式典会場等整備事業 
・宿泊衛生事業 
・輸送交通事業 
・県外競技会運営委員会 
・中央競技団体正規視察 等  

事務局経費 188 事務局運営費 

合計 104,083  

※ 総会開催までに契約手続き等を必要とする経費を計上 
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 第６号議案  
 

 令和２年度収支予算（案） 
 

１ 収入の部          （単位：千円） 

科 目 本年度予算額 内 容 

負担金 127,812 佐賀県負担金 

繰越金 13,287 前年度繰越金 

その他収入 1 預金利息 

合計  141,100  

 

 ２ 支出の部          （単位：千円） 

科 目 本年度予算額 内 容 

事業費 140,538 

・広報事業 
・県民運動事業 
・募金・企業協賛推進事業 
・全障スポ会場地施設調査 
・情報支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成事業 
・競技役員養成事業 
・開催準備活動事業 
・式典事業 
・式典会場等整備事業 
・宿泊衛生事業 
・輸送交通事業 
・県外競技会運営委員会 
・中央競技団体正規視察 等 

事務局経費 562 事務局経費 

合計 141,100  
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第

７
号

議
案

 
 

 

会
則

等
の

改
正

（
案

）
に

つ
い

て
 

 
国

民
ス

ポ
ー

ツ
大

会
・全

国
障

害
者

ス
ポ

ー
ツ

大
会

佐
賀

県
準

備
委

員
会

会
則

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

次
の

表
に

掲
げ

る
規

定
の

改
正

部
分

は
、

下
線

の
部

分
で

あ
る

。
 

改
正

後
 

現
行

 

国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
・
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
佐
賀
県
準
備
委
員
会
会
則
（
案
）
 

 
平
成
26
年
（
20
14
年
）
10
月
９
日
 

準
備
委
員
会
設
立
会
決
定
 

平
成
27
年
（
20
15
年
）
10
月
15
日
 

第
３
回
準
備
委
員
会
一
部
改
正
 

平
成
28
年
（
20
16
年
）
５
月
31
日 

第
２
回
総
会
一
部
改
正
 

平
成
30
年
（
20
18
年
）
５
月
８
日
 

第
４
回
総
会
一
部
改
正
 

平
成
30
年
（
20
18
年
）
７
月
18
日 

第
５
回
総
会
一
部
改
正
 

令
和
元
年
（
20
19
年
）
５
月
29
日
 

第
６
回
総
会
一
部
改
正
 

令
和
２
年
（
20
20
年
）
７
月
21
日
 

第
７
回
総
会
一
部
改
正
  

 第
１
章
 
総
則
 

（
名
称
）
 

第
１
条
 
 
（
略
）
 

（
目
的
）
 

第
２
条
 
 
（
略
）
 

（
事
業
）
 

第
３
条
 
 
（
略
）
 

 

国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
・
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
佐
賀
県
準
備
委
員
会
会
則
 

 
平
成
26
年
（
20
14
年
）
10
月
９
日
 

準
備
委
員
会
設
立
会
決
定
 

平
成
27
年
（
20
15
年
）
10
月
15
日
 

第
３
回
準
備
委
員
会
一
部
改
正
 

平
成
28
年
（
20
16
年
）
５
月
31
日 

第
２
回
総
会
一
部
改
正
 

平
成
30
年
（
20
18
年
）
５
月
８
日
 

第
４
回
総
会
一
部
改
正
 

平
成
30
年
（
20
18
年
）
７
月
18
日 

第
５
回
総
会
一
部
改
正
 

令
和
元
年
（
20
19
年
）
５
月
29
日
 

第
６
回
総
会
一
部
改
正
 

    第
１
章
 
総
則
 

（
名
称
）
 

第
１
条
 
 
（
略
）
 

（
目
的
）
 

第
２
条
 
 
（
略
）
 

（
事
業
）
 

第
３
条
 
 
（
略
）
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改
正

後
 

現
行

 

第
２
章
 
組
織
 

（
組
織
）
 

第
４
条
 
 
（
略
）
 

（
役
員
）
 

第
５
条
 
 
（
略
）
 

（
役
員
の
選
任
）
 

第
６
条
 
（
略
）
 

（
役
員
の
職
務
）
 

第
７
条
 
 
（
略
）
 

（
任
期
）
 

第
８
条
 
 
（
略
）
 

 
（
顧
問
及
び
参
与
）
 

第
９
条
 
 
（
略
）
 

 第
３
章
 
会
議
等
 

（
会
議
の
種
類
）
 

第
１
０
条
 
 
（
略
）
 

（
１
）
～
（
３
）
 
（
略
）
 

（
４
）
県
外
競
技
会
運
営
委
員
会
 

 
（
総
会
）
 

第
１
１
条
 
 
（
略
）
 

２
～
６
 
（
略
）
 

７
 
第
４
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
会
長
が
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
書
面
に
よ
り
総
会
を

開
会
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
賛
否
等
を
表
明
し
た
委
員
を
出
席
委
員

と
み
な
す
。
 

（
常
任
委
員
会
）
 

第
１
２
条
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

４
 
常
任
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
議
決
す
る
。
 

（
１
）
 
（
略
）
 

（
２
）
専
門
委
員
会
の
種
類
及
び
専
門
委
員
会
に
付
託
ま
た
は
委
任
す
る
事
項
 

（
３
）
県
外
競
技
会
運
営
委
員
会
の
種
類
及
び
県
外
競
技
会
運
営
委
員
会
に
委
任
す
る
事
項
 

（
４
）
総
会
を
招
集
す
る
時
間
的
余
裕
が
な
い
緊
急
の
事
項
 

（
５
）
そ
の
他
委
員
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項
 

５
 
 
（
略
）
 

第
２
章
 
組
織
 

（
組
織
）
 

第
４
条
 
 
（
略
）
 

（
役
員
）
 

第
５
条
 
 
（
略
）
 

（
役
員
の
選
任
）
 

第
６
条
 
（
略
）
 

（
役
員
の
職
務
）
 

第
７
条
 
 
（
略
）
 

（
任
期
）
 

第
８
条
 
 
（
略
）
 

 
（
顧
問
及
び
参
与
）
 

第
９
条
 
 
（
略
）
 

 第
３
章
 
会
議
等
 

（
会
議
の
種
類
）
 

第
１
０
条
 
 
（
略
）
 

（
１
）
～
（
３
）
 
（
略
）
 

（
新
設
）
 

（
総
会
）
 

第
１
１
条
 
（
略
）
 

２
～
６
 
（
略
）
 

（
新
設
）
 

  （
常
任
委
員
会
）
 

第
１
２
条
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

４
 
常
任
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
議
決
す
る
。
 

（
１
）
 
（
略
）
 

（
２
）
専
門
委
員
会
の
設
置
及
び
専
門
委
員
会
に
付
託
ま
た
は
委
任
す
る
事
項
 

（
新
設
）
 

（
３
）
総
会
を
招
集
す
る
時
間
的
余
裕
が
な
い
緊
急
の
事
項
 

（
４
）
そ
の
他
委
員
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項
 

５
 
（
略
）
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改
正

後
 

現
行

 

６
 
前
条
第
４
項
か
ら
第
７
項
ま
で
の
規
定
は
、
常
任
委
員
会
に
お
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
総
会
」
と
あ
る
の
は
「
常
任
委
員
会
」
と
、「
委
員
」
と

あ
る
の
は
「
常
任
委
員
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

（
専
門
委
員
会
）
 

第
１
３
条
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
第
８
条
第
１
項
の
規
定
は
、
専
門
委
員
の
任
期
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
項
中
「
委
員
及
び
監
事
」
と
あ
る
の
は
「
専
門
委
員
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。  

４
 
前
３
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
専
門
委
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
常
任
委
員
会
に

諮
り
、
会
長
が
別
に
定
め
る
。
 

  （
県
外
競
技
会
運
営
委
員
会
）
 

第
１
４
条
 
県
外
競
技
会
運
営
委
員
会
は
、
会
長
が
委
嘱
し
た
運
営
委
員
を
も
っ
て
構
成
す

る
。
 

２
 
県
外
競
技
会
運
営
委
員
会
は
、
常
任
委
員
会
か
ら
委
任
さ
れ
た
事
項
を
決
定
し
、
そ
の
結

果
を
常
任
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
第
８
条
第
１
項
の
規
定
は
、
運
営
委
員
の
任
期
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
項
中
「
委
員
及
び
監
事
」
と
あ
る
の
は
「
運
営
委
員
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

４
 
前
３
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
県
外
競
技
会
運
営
委
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
常

任
委
員
会
に
諮
り
、
会
長
が
別
に
定
め
る
。
 

 第
４
章
 
専
決
処
分
 

（
会
長
の
専
決
処
分
）
 

第
１
５
条
 
会
長
は
、
総
会
で
議
決
す
べ
き
事
項
に
関
し
、
特
に
緊
急
を
要
す
る
場
合
に
お
い

て
、
総
会
を
開
会
す
る
時
間
的
余
裕
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
議
決
す
べ
き
事
項
を

処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
会
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
次
の
総
会
に

お
い
て
報
告
し
、
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 第
５
章
 
事
務
局
 

（
事
務
局
）
 

第
１
６
条
 
準
備
委
員
会
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
事
務
局
を
佐
賀
県
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
交

流
局
内
に
置
く
。
 

２
 
（
略
）
 

６
 
前
条
第
４
項
か
ら
第
６
項
ま
で
の
規
定
は
、
常
任
委
員
会
に
お
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
総
会
」
と
あ
る
の
は
「
常
任
委
員
会
」
と
、「
委
員
」
と

あ
る
の
は
「
常
任
委
員
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

（
専
門
委
員
会
）
 

第
１
３
条
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
第
８
条
第
１
項
の
規
定
は
、
専
門
委
員
の
任
期
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
同
項
中
「
委
員
及
び
監
事
」
と
あ
る
の
は
「
専
門
委
員
」
と
、「
準
備
委
員
会
」
と

あ
る
の
は
「
専
門
委
員
会
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

４
 
前
３
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
専
門
委
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
常
任
委
員
会

に
諮
り
、
会
長
が
別
に
定
め
る
。
 

 
（
新
設
）
 

         第
４
章
 
専
決
 

（
会
長
の
専
決
）
 

第
１
４
条
 
会
長
は
、
特
に
緊
急
を
要
す
る
た
め
総
会
を
招
集
す
る
時
間
的
余
裕
が
な
い
と

認
め
る
と
き
、
ま
た
は
総
会
の
権
限
に
属
す
る
事
項
で
軽
易
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

を
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
会
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
専
決
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
次
の
総
会

に
お
い
て
報
告
し
、
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 第
５
章
 
事
務
局
 

（
事
務
局
）
 

第
１
５
条
 
準
備
委
員
会
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
事
務
局
を
佐
賀
県
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

交
流
局
内
に
置
く
。
 

２
 
（
略
）
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改
正

後
 

現
行

 

第
６
章
 
会
計
 

（
経
費
）
 

第
１
７
条
 
準
備
委
員
会
の
運
営
及
び
事
業
に
要
す
る
経
費
は
、
負
担
金
そ
の
他
の
収
入
を
も

っ
て
充
て
る
。
 

（
事
業
計
画
及
び
予
算
）
 

第
１
８
条
 
準
備
委
員
会
の
事
業
計
画
及
び
予
算
は
、
会
長
が
調
製
し
、
事
業
開
始
前
に
総
会

の
議
決
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
事
業
報
告
及
び
決
算
）
 

第
１
９
条
 
準
備
委
員
会
の
事
業
報
告
及
び
決
算
に
つ
い
て
は
、
監
事
の
監
査
を
受
け
た
上

で
、
総
会
に
お
い
て
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
会
計
年
度
）
 

第
２
０
条
 
準
備
委
員
会
の
会
計
年
度
は
、
毎
年
４
月
１
日
に
始
ま
り
、
翌
年
３
月
３
１
日
に

終
わ
る
。
 

２
 
準
備
委
員
会
の
会
計
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
別
に
定
め
る
。
 

 第
７
章
 
雑
則
 

（
解
散
）
 

第
２
１
条
 
準
備
委
員
会
は
、
第
２
条
に
規
定
す
る
目
的
が
達
成
さ
れ
た
と
き
は
、
総
会
の
議

決
を
経
て
解
散
す
る
。
 

２
 
準
備
委
員
会
が
解
散
す
る
と
き
に
有
す
る
残
余
財
産
は
、
総
会
の
議
決
を
経
て
処
分
す

る
。
 
（
そ
の
他
）
 

第
２
２
条
 
こ
の
会
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
準
備
委
員
会
の
運
営
に
必
要
な
事
項
に
つ
い

て
は
、
会
長
が
定
め
る
。
 

 附
則
 

１
 
こ
の
会
則
は
、
平
成
２
６
年
１
０
月
９
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

２
 
こ
の
会
則
は
、
平
成
２
７
年
１
０
月
１
５
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

３
 
こ
の
会
則
は
、
平
成
２
８
年
５
月
３
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

４
 
こ
の
会
則
は
、
平
成
３
０
年
５
月
８
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

５
 
こ
の
会
則
は
、
平
成
３
０
年
７
月
１
８
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

６
 
こ
の
会
則
は
、
令
和
元
年
５
月
２
９
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

７
 
こ
の
会
則
は
、
令
和
２
年
７
月
２
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

第
６
章
 
会
計
 

（
経
費
）
 

第
１
６
条
 
準
備
委
員
会
の
運
営
及
び
事
業
に
要
す
る
経
費
は
、
負
担
金
そ
の
他
の
収
入
を

も
っ
て
充
て
る
。
 

（
事
業
計
画
及
び
予
算
）
 

第
１
７
条
 
準
備
委
員
会
の
事
業
計
画
及
び
予
算
は
、
会
長
が
調
製
し
、
事
業
開
始
前
に
総

会
の
議
決
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
事
業
報
告
及
び
決
算
）
 

第
１
８
条
 
準
備
委
員
会
の
事
業
報
告
及
び
決
算
に
つ
い
て
は
、
監
事
の
監
査
を
受
け
た
上

で
、
総
会
に
お
い
て
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
会
計
年
度
）
 

第
１
９
条
 
準
備
委
員
会
の
会
計
年
度
は
、
毎
年
４
月
１
日
に
始
ま
り
、
翌
年
３
月
３
１
日

に
終
わ
る
。
 

２
 
準
備
委
員
会
の
会
計
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
別
に
定
め
る
。
 

 第
７
章
 
雑
則
 

（
解
散
）
 

第
２
０
条
 
準
備
委
員
会
は
、
第
２
条
に
規
定
す
る
目
的
が
達
成
さ
れ
た
と
き
は
、
総
会
の

議
決
を
経
て
解
散
す
る
。
 

２
 
準
備
委
員
会
が
解
散
す
る
と
き
に
有
す
る
残
余
財
産
は
、
総
会
の
議
決
を
経
て
処
分
す

る
。
 

（
そ
の
他
）
 

第
２
１
条
 
こ
の
会
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
準
備
委
員
会
の
運
営
に
必
要
な
事
項
に
つ

い
て
は
、
会
長
が
定
め
る
。
 

 附
則
 

１
 
こ
の
会
則
は
、
平
成
２
６
年
１
０
月
９
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

２
 
こ
の
会
則
は
、
平
成
２
７
年
１
０
月
１
５
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

３
 
こ
の
会
則
は
、
平
成
２
８
年
５
月
３
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

４
 
こ
の
会
則
は
、
平
成
３
０
年
５
月
８
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

５
 
こ
の
会
則
は
、
平
成
３
０
年
７
月
１
８
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

６
 
こ
の
会
則
は
、
令
和
元
年
５
月
２
９
日
か
ら
施
行
す
る
。
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 国
民

ス
ポ

ー
ツ

大
会

・
全

国
障

害
者

ス
ポ

ー
ツ

大
会

佐
賀

県
準

備
委

員
会

総
会

か
ら

常
任

委
員

会
へ

の
委

任
事

項
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
次

の
表

に
掲

げ
る

規

定
の

改
正

部
分

は
、

下
線

の
部

分
で

あ
る

。
 

改
正

案
 

現
行

 

国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
・
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
佐
賀
県
準
備
委
員
会
 

総
会
か
ら
常
任
委
員
会
へ
の
委
任
事
項
に
つ
い
て
（
案
）
 

 
平
成
27
年
（
20
15
年
）
12
月
24
日
 

第
１
回
総
会
決

定
 

平
成
30
年
（
20
18
年
）
７
月
18
日
 

第
５
回
総
会
一
部
改
正
 

令
和
２
年
（
20
20
年
）
７
月
21
日
 

第
７
回
総
会
一
部
改
正
  

国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
・
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
佐
賀
県
準
備
委
員
会
会
則
第
１
２
条

第
４
項
第
１
号
の
規
定
に
基
づ
く
常
任
委
員
会
へ
の
委
任
事
項
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 １
 
両
大
会
開
催
に
関
す
る
方
針
及
び
計
画
に
関
す
る
こ
と
。
 

２
 
（
略
）
 

３
 
県
と
市
町
の
所
掌
業
務
及
び
経
費
負
担
区
分
に
関
す
る
こ
と
。
 

４
 
競
技
施
設
及
び
用
具
等
の
整
備
計
画
に
関
す
る
こ
と
。
 

５
 
（
略
）
 

６
 
競
技
の
企
画
及
び
運
営
に
関
す
る
こ
と
。
 

７
 
競
技
役
員
等
の
養
成
・
編
成
に
関
す
る
こ
と
。
 

８
 
広
報
及
び
県
民
運
動
に
関
す
る
こ
と
。
 

９
 
式
典
の
企
画
及
び
運
営
に
関
す
る
こ
と
。
 

10
 
宿
泊
及
び
衛
生
に
関
す
る
こ
と
。
 

11
 
輸
送
及
び
交
通
に
関
す
る
こ
と
。
 

12
 
医
療
救
護
、
警
備
及
び
消
防
に
関
す
る
こ
と
。
 

13
 
募
金
及
び
企
業
協
賛
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。
 

14
 
そ
の
他
両
大
会
開
催
準
備
に
関
す
る
こ
と
。
 

国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
・
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
佐
賀
県
準
備
委
員
会
 

総
会
か
ら
常
任
委
員
会
へ
の
委
任
事
項
に
つ
い
て
 

 
平
成
27
年
（
20
15
年
）
12
月
24
日
 

第
１
回
総
会
決

定
 

平
成
30
年
（
20
18
年
）
７
月
18
日
 

第
５
回
総
会
一
部
改
正
 

   国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
・
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
佐
賀
県
準
備
委
員
会
会
則
第
１
２
条

第
４
項
第
１
号
の
規
定
に
基
づ
く
常
任
委
員
会
へ
の
委
任
事
項
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 
１
 
両
大
会
開
催
に
関
す
る
方
針
及
び
計
画
の
策
定
に
関
す
る
こ
と
。
 

２
 
（
略
）
 

３
 
県
と
市
町
の
所
掌
業
務
及
び
経
費
負
担
区
分
の
策
定
に
関
す
る
こ
と
。
 

４
 
競
技
施
設
等
の
整
備
計
画
の
策
定
に
関
す
る
こ
と
。
 

５
 
（
略
）
 

６
 
競
技
の
企
画
及
び
運
営
の
計
画
策
定
に
関
す
る
こ
と
。
 

７
 
競
技
役
員
等
の
養
成
・
編
成
計
画
の
策
定
に
関
す
る
こ
と
。
 

８
 
広
報
及
び
県
民
運
動
の
計
画
策
定
に
関
す
る
こ
と
。
 

９
 
式
典
の
企
画
及
び
運
営
の
計
画
策
定
に
関
す
る
こ
と
。
 

10
 
宿
泊
及
び
衛
生
の
計
画
策
定
に
関
す
る
こ
と
。
 

11
 
輸
送
及
び
交
通
の
計
画
策
定
に
関
す
る
こ
と
。
 

12
 
医
療
救
護
、
警
備
及
び
消
防
の
計
画
策
定
に
関
す
る
こ
と
。
 

 
（
新
設
）
 

13
 
そ
の
他
両
大
会
開
催
準
備
の
計
画
策
定
に
関
す
る
こ
と
。
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国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会佐賀県準備委員会会則（案） 
 

平成 26 年（2014 年）10 月９日 
準 備 委 員 会 設 立 会 決 定 
平成 27 年（2015 年）10月 15 日 
第３回準備委員会一部改正 
平成 28 年（2016 年）５月 31 日 
第 ２ 回 総 会 一 部 改 正 
平成 30 年（2018 年）５月８日 
第 ４ 回 総 会 一 部 改 正 
平成 30 年（2018 年）７月 18 日 
第 ５ 回 総 会 一 部 改 正 
令和元年（2019 年）５月 29 日      
第 ６ 回 総 会 一 部 改 正 
令和２年（2020 年）７月 21 日 
第 ７ 回 総 会 一 部 改 正 

 
 
第１章 総則 
（名称） 

第１条 本会は、国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会佐賀県準備委員会（以下「準備委員会」
という。）と称する。 
（目的） 

第２条 準備委員会は、令和５年国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会（以下「大会」とい
う。）を佐賀県において開催するため必要な準備を行うことを目的とする。 
（事業） 

第３条 準備委員会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 
（１） 大会開催に必要な方針及び計画の策定 
（２） 大会における実施競技及び会場地の選定 
（３） 大会開催に必要な施設・設備の整備計画の策定 
（４） 大会開催準備に必要な業務及び経費の決定 
（５） 大会開催準備に関係のある機関・団体との連絡調整 
（６） その他準備委員会の目的の達成のために必要な事項に関すること 
 
第２章 組織 
（組織） 

第４条 準備委員会は、会長及び次の各号に掲げる者のうちから会長が委嘱した者（以下「委員」
という。）をもって構成する。 

（１） 県、市町の代表者及びその他役職員 
（２） 県及び市町の議会の議員 
（３） 大会開催準備に関係のある機関・団体の代表者及び役職員 
（４） その他大会開催の準備に関係のある者 
２ 会長及び委員は、無報酬とする。 
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（役員） 
第５条 準備委員会に、次の役員を置く。 
（１） 会長 １名 
（２） 副会長 １０名以内 
（３） 常任委員 ４０名以内 
（４） 監事 ３名以内 
（役員の選任） 

第６条 会長は、佐賀県知事をもって充てる。 
２ 副会長及び常任委員は、総会において委員のうちから選任する。 
３ 監事は、総会の承認を得て会長が委嘱する。 
４ 副会長、常任委員及び監事は、無報酬とする。 
（役員の職務） 

第７条 会長は、準備委員会を代表し、その業務を総理する。 
２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会
長が定めた順序でその職務を行う。 

３ 常任委員は、常任委員会を構成し、第１２条第４項に掲げる事項について審議する。 
４ 監事は、準備委員会の業務及び会計の状況を監査し、その監査の結果を総会に報告する。 
（任期） 

第８条 委員及び監事の任期は、委嘱された日から準備委員会の目的が達成されたときまでとす
る。ただし、委員及び監事が就任時の所属機関・団体の役職を離れたときは、その委員及び監
事は辞任したものとみなし、その後任者が前任者の残任期間を務めるものとする。 

２ 会長は、委員等に特別な事情が生じたときは、その職を解き、必要に応じて補充することが
できる。 

３ 会長は、前項の規定により委員及び監事の変更があったときは、その内容を次の総会におい
て報告しなければならない。 

４ 前３項の規定は、副会長及び常任委員の任期について準用する。この場合において、これら
の規定中「委員及び監事」とあるのは「副会長及び常任委員」と、第１項中「委嘱された日」と
あるのは「選任された日」と読み替えるものとする。 

 （顧問及び参与） 
第９条 準備委員会に顧問及び参与を置くことができる。 
２ 顧問及び参与は、会長が委嘱する。 
３ 顧問は、会長が重要と認める事項について、会長の求めに応じ助言を行う。 
４ 参与は、会長が必要と認める事項について、会長の求めに応じ助言を行う。 
５ 顧問及び参与は、無報酬とする。 
６ 前条第１項及び第２項の規定は、顧問及び参与の任期について準用する。この場合において、
これらの規定中「委員及び監事」とあるのは「顧問及び参与」と読み替えるものとする。 

 
第３章 会議等 
（会議の種類） 

第１０条 準備委員会に次の会議を置く。 
（１）総会 
（２）常任委員会 
（３）専門委員会 
（４）県外競技会運営委員会 
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 （総会） 
第１１条 総会は、会長及び委員をもって構成する。 
２ 総会は、会長が招集し、会長又は会長が指名する者が議長を務める。 
３ 総会は、次に掲げる事項について議決する。 
（１）大会の基本構想に関する事項 
（２）会則の制定及び改廃に関する事項 
（３）事業計画及び事業報告に関する事項 
（４）収支予算及び収支決算に関する事項 
（５）常任委員会に委任する事項に関する事項 
（６）準備委員会の解散に関する事項 
（７）その他準備委員会の運営に関する重要な事項 
４ 総会は、委員の過半数の出席がなければ開会し、議決することはできない。 
５ 総会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところに
よる。 

６ 総会に出席することができない委員は、代理人によって議決権を行使し、または書面で議決
に加わることができる。この場合において、当該委員は、出席したものとみなす。 

７ 第４項の規定にかかわらず、会長が必要と認めたときは、書面により総会を開会することが
できる。この場合において、賛否等を表明した委員を出席委員とみなす。 

（常任委員会） 
第１２条 常任委員会は、副会長及び常任委員をもって構成する。 
２ 委員長は会長が指名する副会長が務め、その他の副会長が副委員長を務める。 
３ 常任委員会は、委員長が招集し、委員長又は委員長が指名する者が議長を務める。 
４ 常任委員会は、次に掲げる事項について議決する。 
（１）総会から委任された事項 
（２）専門委員会の種類及び専門委員会に付託または委任する事項 
（３）県外競技会運営委員会の種類及び県外競技会運営委員会に委任する事項 
（４）総会を招集する時間的余裕がない緊急の事項 
（５）その他委員長が必要と認める事項 
５ 常任委員会は、前項の規定により議決した内容を次の総会に報告しなければならない。 
６ 前条第４項から第７項までの規定は、常任委員会において準用する。この場合において、こ
れらの規定中「総会」とあるのは「常任委員会」と、「委員」とあるのは「常任委員」と読み替
えるものとする。 

（専門委員会） 
第１３条 専門委員会は、会長が委嘱した専門委員をもって構成する。 
２ 専門委員会は、常任委員会から付託された事項を調査、審議し、または委任された事項を決
定し、その結果を常任委員会に報告しなければならない。 

３ 第８条第１項の規定は、専門委員の任期について準用する。この場合において、同項中「委
員及び監事」とあるのは「専門委員」と読み替えるものとする。 

４ 前３項に定めるもののほか、専門委員会に関し必要な事項は、常任委員会に諮り、会長が別
に定める。 

（県外競技会運営委員会） 
第１４条 県外競技会運営委員会は、会長が委嘱した運営委員をもって構成する。 
２ 県外競技会運営委員会は、常任委員会から委任された事項を決定し、その結果を常任委員会
に報告しなければならない。 

３ 第８条第１項の規定は、運営委員の任期について準用する。この場合において、同項中「委
員及び監事」とあるのは「運営委員」と読み替えるものとする。 
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４ 前３項に定めるもののほか、県外競技会運営委員会に関し必要な事項は、常任委員会に諮り、
会長が別に定める。 

 
第４章 専決処分 
（会長の専決処分） 

第１５条 会長は、総会で議決すべき事項に関し、特に緊急を要する場合において、総会を開会
する時間的余裕がないと認めるときは、その議決すべき事項を処分することができる。 

２ 会長は、前項の規定による処分をしたときは、その内容について次の総会において報告し、
承認を得なければならない。 

 
第５章 事務局 
（事務局） 

第１６条 準備委員会の事務を処理するため、事務局を佐賀県文化・スポーツ交流局内に置く。 
２ その他事務局について必要な事項は、会長が別に定める。 
 
第６章 会計 
（経費） 

第１７条 準備委員会の運営及び事業に要する経費は、負担金その他の収入をもって充てる。 
（事業計画及び予算） 

第１８条 準備委員会の事業計画及び予算は、会長が調製し、事業開始前に総会の議決を得なけ
ればならない。 
（事業報告及び決算） 

第１９条 準備委員会の事業報告及び決算については、監事の監査を受けた上で、総会において
承認を得なければならない。 
（会計年度） 

第２０条 準備委員会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 
２ 準備委員会の会計に関し必要な事項は、会長が別に定める。 
 
第７章 雑則 
（解散） 

第２１条 準備委員会は、第２条に規定する目的が達成されたときは、総会の議決を経て解散す
る。 

２ 準備委員会が解散するときに有する残余財産は、総会の議決を経て処分する。 
（その他） 

第２２条 この会則に定めるもののほか、準備委員会の運営に必要な事項については、会長が定
める。 

 
附則 
１ この会則は、平成２６年１０月９日から施行する。 
２ この会則は、平成２７年１０月１５日から施行する。 
３ この会則は、平成２８年５月３１日から施行する。 
４ この会則は、平成３０年５月８日から施行する。 
５ この会則は、平成３０年７月１８日から施行する。 
６ この会則は、令和元年５月２９日から施行する。 
７ この会則は、令和２年７月２１日から施行する。 
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国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会 
佐賀県準備委員会総会から常任委員会への委任事項(案)について 
 

平成 27 年（2015 年）12 月 24 日 
第 １ 回 総 会 決 定 
平成 30 年（2018 年）７月 18 日 
第 ５ 回 総 会 一 部 改 正 
令和２年（2020 年）７月 21 日 
第 ７ 回 総 会 一 部 改 正 

 
 

 国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会佐賀県準備委員会会則第１２条 

第４項第１号の規定に基づく常任委員会への委任事項は次のとおりとする。 

 

１ 両大会開催に関する方針及び計画に関すること。 

２ 会場地市町及び競技施設の選定に関すること。 

３ 県と市町の所掌業務及び経費負担区分に関すること。 

４ 競技施設及び用具等の整備計画に関すること。 

５ 両大会実施競技の選定に関すること。 

６ 競技の企画及び運営に関すること。 

７ 競技役員等の養成・編成に関すること。 

８ 広報及び県民運動に関すること。 

９ 式典の企画及び運営に関すること。 

10 宿泊及び衛生に関すること。 

11 輸送及び交通に関すること。 

12 医療救護、警備及び消防に関すること。 

13 募金及び企業協賛の推進に関すること。 

14 その他両大会開催準備に関すること。 
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国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会佐賀県準備委員会専門委員会規程 
 

平成 27 年（2015 年）12月 24 日 

第 １ 回 常 任 委 員 会 決 定 

平成 28 年（2016 年）12 月 22 日 

第３回常任委員会一部改正 

平成 29 年（2017 年）６月５日 

第４回常任委員会一部改正 

平成 29 年（2017 年）12 月 22 日 

第５回常任委員会一部改正 

平成 30 年（2018 年）７月 18 日 

第７回常任委員会一部改正 

平成 30 年（2018 年）12 月 20 日 

第８回常任委員会一部改正 

令和２年（2020 年）２月 13 日 

第 10 回常任委員会一部改正 

令和２年（2020 年）７月 21 日改正 

第 12 回常任委員会一部改正 

 

 
（趣旨） 

第１条 この規程は、国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会佐賀県準備委員会会則第１３

条第４項の規定に基づき、専門委員会（以下「委員会」という。）の組織及び運営に関し必要

な事項を定めるものとする。 

 

（委員会の種類等） 

第２条 委員会の種類並びに常任委員会からの付託事項及び委任事項は、別表のとおりとす

る。 

 

（役員） 

第３条 委員会に次の役員を置く。 

(1) 委員長  １名 

(2) 副委員長 若干名 

２ 委員長及び副委員長は、国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会佐賀県準備委員会

の会長（以下「会長」という。）が委嘱する。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名し

た副委員長がその職務を代理する。 
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（会議） 

第４条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

３ 委員会は必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くこと

ができる。 

４ 委員会に出席することができない委員は、代理人によって議決権を行使し、または書面

で議決に加わることができる。この場合において、当該委員は、出席したものとみなす。 

５ 緊急または軽易な議事のほか、委員長が必要と認めたときは、書面により委員会を開会

することができる。この場合、賛否等を表明した委員を出席委員とみなす。 

 

（部会） 

第５条 委員会は、運営上必要があるときは、部会を設けることができる。 

２ 部会の委員は、会長が委嘱する。 

３ 部会に関する事項は、委員長が定める。 

 

（委任） 

第６条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、当該委員会の委

員長が会長の承認を得て別に定める。 

 

附則 

１ この規程は、平成 27 年 12 月 24 日から施行する。 
２ この規程は、平成 28 年 12 月 22 日から施行する。 
３ この規程は、平成 29 年６月５日から施行する。 
４ この規程は、平成 29 年 12 月 22 日から施行する。 
５ この規程は、平成 30 年７月 18 日から施行する。 
６ この規定は、平成 30 年 12 月 20 日から施行する。 
７ この規定は、令和２年２月 13日から施行する。 
８ この規定は、令和２年７月 21日から施行する。 
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別表（2条関係） 
 

種類 付託事項 委任事項 

総務企画 
専門委員会 

１ 開催準備総合計画・会期の重要
な事項に関すること。 

２ 会場地及び競技施設の重要な事
項に関すること。 

３ 県及び市町の所掌業務等の重要
な事項に関すること。 

４ 開・閉会式の会場地及び施設の
重要な事項に関すること。 

５ 他の専門委員会に属さない重要
な事項に関すること。 

１ 開催準備総合計画の推進に関す
ること。 

２ 文化プログラムの推進に関する
こと。 

３ リハーサル大会の推進に関する
こと。 

４ 他の専門委員会に属さない事項
（ただし、重要な事項に関する
ことを除く。）に関すること。 

施設・競技
専門委員
会 

施設 
関係 

１ 競技施設等の整備計画の重要な
事項に関すること。 

２ 情報通信施設の整備計画の重要
な事項に関すること。 

３ その他施設の整備に係る重要な
事項に関すること。 

１ 競技施設等の整備推進に関する
こと。 

２ 情報通信施設の整備推進に関す
ること。 

３ その他施設に係る事項（ただし、
重要な事項に関することを除
く。）に関すること。 

競技 
関係 

１ 実施予定競技の重要な事項に関
すること。 

２ 競技の企画運営の重要な事項に
関すること。 

３ 競技役員等の養成・編成の重要
な事項に関すること。 

４ 競技用具の整備計画の重要な事
項に関すること。 

５ デモンストレーションスポー
ツ、オープン競技の重要な事項
に関すること。 

６ その他競技に係る重要な事項に
関すること。 

１ 競技運営に係る計画の推進に関
すること。 

２ 競技役員等の養成・編成の推進
に関すること。 

３ 競技用具の整備に係る事項の推
進に関すること。 

４ デモンストレーションスポー
ツ、オープン競技の推進に関す
ること。 

５ 競技記録集計処理の推進に関す
ること。 

６ その他競技に係る事項（ただし、
重要な事項に関することを除
く。）に関すること。 

広報・県民運動 
専門委員会 

１ 広報の方針・計画の重要な事項
に関すること。 

２ 県民運動の方針・計画の重要な
事項に関すること。 

３ その他広報及び県民運動に係る
重要な事項に関すること。 

１ 広報活動に関すること。 
２ 県民運動の推進に関すること。 
３ 愛称・メッセージ、マスコット
等に関すること。 

４ 報道機関との調整に関するこ
と。 

５ 記録映像、記録写真等に関する
こと。 

６ その他広報及び県民運動に係る
事項（ただし、重要な事項に関
することを除く。）に関するこ
と。 

宿泊・医事・衛生 
専門委員会 

１ 宿泊の方針・計画の重要な事項
に関すること。 

２ 医事・衛生の方針・計画の重要
な事項に関すること。 

３ その他宿泊及び医事・衛生に係
る重要な事項に関すること。 

１ 宿泊業務に関すること。 
２ 標準献立及び食品調達に関する
こと。 

３ 医療救護及び防疫に関するこ
と。 

４ 食品衛生及び環境衛生に関する
こと。 

５ 馬事衛生に関すること。 
６ その他宿泊及び医事・衛生に係
る事項（ただし、重要な事項に
関することを除く。）に関するこ
と。 
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輸送・交通 
専門委員会 

１ 輸送及び交通の方針・計画の重
要な事項に関すること。 

２ その他輸送及び交通に係る重要
な事項に関すること。 

１ 全国輸送に関すること。 
２ 開・閉会式の輸送に関すること。 
３ 競技会場地輸送に関すること。 
４ その他輸送及び交通に係る事項
（ただし、重要な事項に関する
ことを除く。）に関すること。 

式典 
専門委員会 

１ 式典の方針・計画の重要な事項
に関すること。 

２ その他式典に係る重要な事項に
関すること。 

１ 開・閉会式の企画及び運営に関
すること。 

２ 式典音楽に関すること。 
３ 式典演技に関すること。 
４ 大会旗・炬火リレーに関するこ
と。 

５ その他式典に係る事項（ただし、
重要な事項に関することを除
く。）に関すること。 

警備・消防 
専門委員会 

１ 警備、消防及び防災の方針・計
画の重要な事項に関すること。 

２ その他警備、消防及び防災に係
る重要な事項に関すること。 

１ 警備、消防及び防災の計画の推
進に関すること。 

２ その他、警備、消防及び防災に
係る事項（ただし、重要な事項
に関することを除く。）に関する
こと。 

＊ 付託事項：付託された事項を調査、審議すること。 
＊ 委任事項：委任された事項を決議すること。 
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